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に
広
く
一
般
か
ら
寄
付
金
を
受
け
入
れ
、
そ

の
基
金
を
運
用
し
、
運
用
益
を
学
術
研
究
振

興
資
金
と
し
て
学
術
研
究
の
た
め
の
設
備
の

取
得
費
、
維
持
費
、
そ
の
他
の
研
究
費
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。

　

こ
の
寄
付
金
は
、
所
得
税
、
法
人
税
に
つ

い
て
税
法
上
の
優
遇
措
置
（
特
定
公
益
増
進

法
人
の
措
置
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

二
十
三
年
度
は
、
学
術
研
究
振
興
基
金
の

受
入
計
画
額
六
〇
〇
万
円
、
学
術
研
究
振
興

資
金
の
交
付
計
画
額
一
億
三
、
〇
〇
〇
万
円

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
前
年
度
末
に
お
け
る
学
術
研
究
振

興
基
金
の
保
有
額
は
、
五
三
億
八
、
三
〇
九

万
円
で
す
。

経
営
支
援
・
情
報
提
供
事
業

　

学
校
法
人
自
身
で
経
営
上
の
問
題
点

の
早
期
発
見
を
可
能
と
す
る
た
め
の
方

策
や
、
学
校
法
人
が
自
ら
行
う
経
営
改

善
に
向
け
た
取
り
組
み
に
対
し
て
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
立
学
校
の
教
育
条
件
及
び

経
営
に
関
す
る
情
報
を
収
集
・
蓄
積
し
、

私
立
学
校
等
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
必
要

な
情
報
を
迅
速
に
提
供
し
て
い
ま
す
。

㈠　

学
校
法
人
の
経
営
状
態
に
つ
い
て
、
経

営
判
断
指
標
等
に
よ
り
定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
行
う
と
と
も
に
、
経
営
相
談
、
講
師

派
遣
、
面
談
、
電
話
な
ど
様
々
な
手
段
を
活

用
し
て
質
問
へ
の
回
答
、
事
例
の
紹
介
、
経

営
改
善
方
策
の
提
案
等
を
積
極
的
に
行
い
ま

す
。
ま
た
、
学
校
法
人
か
ら
の
相
談
内
容
が

専
門
的
知
見
を
要
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

弁
護
士
・
公
認
会
計
士
等
の
外
部
有
識
者
の

助
力
を
得
て
対
応
し
ま
す
。

㈡　

経
営
上
の
問
題
点
を
発
見
す
る
た
め
の

自
己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
見
直
し
と
充

実
を
図
り
ま
す
。

㈢　

私
立
学
校
の
教
育
条
件
及
び
経
営
に
関

す
る
情
報
を
蓄
積
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
さ

ら
な
る
充
実
を
図
る
た
め
、
検
索
が
可
能
な

経
営
改
善
事
例
な
ど
の
文
字
情
報
の
蓄
積
や

現
行
の
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
を
二
十
四
年
度

の
完
成
に
向
け
再
構
築
す
る
な
ど
、
情
報
収

集
・
提
供
機
能
を
改
善
し
ま
す
。

　

ま
た
、
本
事
業
団
が
主
催
す
る
セ
ミ
ナ
ー

や
講
演
等
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利

用
し
た
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
の
説
明
を
積
極

的
に
行
い
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
利
用
促
進
を

図
り
ま
す
。

㈣　

情
報
収
集
・
調
査
結
果
を
研
究
・
分
析

し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
や
刊
行
物
と

し
て
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に

関
す
る
研
修
会
等
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
、
学
校
法
人
等
に
対
し
積
極
的
な
情
報
の

提
供
を
図
り
ま
す
。

　

 

①　

学
校
法
人
の
理
事
長
、
大
学
・
短
期

大
学
・
高
等
学
校
の
学
長
・
校
長
等
の
リ
ー

ダ
ー
を
対
象
と
し
た
財
務
の
見
方
、
法
人

分
析
会
を
中
心
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施

し
ま
す
。

　

 

②　

学
校
法
人
の
経
営
改
善
に
資
す
る
た

め
、「
今
日
の
私
学
財
政
」、「
私
立
大
学
・

短
期
大
学
等
入
学
志
願
動
向
」
を
刊
行
し

ま
す
。

　

助

成

業

務

補
助
事
業

　

私
立
大
学
等
に
対
し
て
補
助
金
の
交

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

私
立
の
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門

学
校
の
健
全
な
発
達
に
資
す
る
た
め
、
国
か

ら
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
の
交
付
を
受

け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
大
学
等
を
設
置
し

て
い
る
学
校
法
人
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
度
は
、
東
日
本
大
震
災
復

旧
対
応
と
し
て
の
第
一
次
補
正
予
算
の
成
立

に
伴
い
、当
初
予
算
と
合
わ
せ
て
国
か
ら
三
、

三
七
一
億
八
八
九
万
三
、
〇
〇
〇
円
を
受
け

入
れ
、
同
額
を
交
付
す
る
予
定
で
す
。

貸
付
事
業

　

学
校
法
人
等
に
対
し
て
固
定
金
利
で

長
期
の
融
資
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

学
校
法
人
、
準
学
校
法
人
に
対
し
て
、
そ

の
設
置
す
る
私
立
学
校
の
校
地
・
校
舎
等
の

施
設
設
備
の
整
備
に
要
す
る
資
金
、
そ
の
他

経
営
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
固
定
金
利
で

長
期
の
融
資
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た

私
立
学
校
施
設
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
復
旧
等

の
た
め
、
通
常
よ
り
有
利
な
貸
付
条
件
で
融

資
を
行
い
ま
す
。

　

二
十
三
年
度
の
貸
付
事
業
計
画
額
は
、一
、

四
三
七
億
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

貸
付
財
源
は
、
政
府
出
資
金
二
二
六
億

円
、
財
政
融
資
資
金
七
四
八
億
円
、
自
己
調

達
資
金
四
六
三
億
円
（
う
ち
、
共
済
業
務
に

か
か
る
長
期
勘
定
か
ら
の
借
り
入
れ
三
〇
〇

億
円
、
私
学
振
興
債
券
の
発
行
に
よ
る
調
達

五
〇
億
円
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

受
配
者
指
定
寄
付
金
事
業

　

受
配
者
指
定
寄
付
金
の
受
け
入
れ
と

配
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

私
立
学
校
の
教
育
と
研
究
の
振
興
の
た
め

に
企
業
等
よ
り
寄
付
金
を
受
け
入
れ
、
こ
れ

を
寄
付
者
が
指
定
し
た
学
校
法
人
に
配
付
し

ま
す
。
こ
の
寄
付
金
は
所
得
税
、
法
人
税
に

つ
い
て
税
法
上
の
優
遇
措
置
（
昭
和
四
十
年

大
蔵
省
告
示
第
一
五
四
号
）
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

　

二
十
三
年
度
は
、
受
入
計
画
額
一
四
〇
億

八
〇
〇
万
円
に
対
し
、
同
額
を
配
付
す
る
予

定
で
す
。

学
術
研
究
振
興
基
金
事
業

　

学
術
研
究
振
興
基
金
へ
の
寄
付
金
の

受
け
入
れ
と
学
術
研
究
振
興
資
金
の
交

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

私
立
学
校
の
学
術
研
究
に
直
接
必
要
な
資

金
を
交
付
す
る
た
め
、
学
術
研
究
振
興
基
金

平
成
二
十
三
年
度

私
学
事
業
団
の
事
業
計
画
と
予
算
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共

済

業

務

私
学
共
済
制
度
の
構
成
員
と
標
準
給
与

　

二
十
三
年
度
の
共
済
業
務
に
お
け
る
各
事

業
の
基
礎
と
な
る
構
成
員
は
、
表
１
①
の
と

お
り
、
総
計
一
二
三
万
人
（
加
入
者
、
被
扶

養
者
及
び
年
金
受
給
者
）と
推
計
し
ま
し
た
。

ま
た
、
標
準
給
与
の
平
均
月
額
及
び
標
準
賞

与
の
平
均
年
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
１
②
・
③

の
と
お
り
推
計
し
ま
し
た
。

短
期
給
付
事
業

　

病
気
や
ケ
ガ
に
よ
る
医
療
費
等
の
給

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

短
期
掛
金
率
の
う
ち
給
付
分
掛
金
率
は
、

前
年
度
と
同
率
の
百
分
の
六
・
五
二
に
据
え

置
き
、
介
護
分
掛
金
率
は
介
護
納
付
金
の
増

額
を
勘
案
し
て
百
分
の
〇
・
九
八
四
（
前
年

度
掛
金
率
百
分
の
〇
・
九
一
八
）
と
し
ま
し

た
。
こ
の
掛
金
率
を
も
と
に
推
計
し
た
掛
金

収
入
は
、
前
年
度
に
比
べ
一
六
億
円
（
〇
・

七
五
％
）
の
増
加
と
な
る
見
込
み
で
す
。
ま

た
、
出
産
費
（
家
族
出
産
費
）
に
対
す
る
国

庫
補
助
金
と
し
て
八
、
〇
〇
〇
万
円
を
見
込

ん
で
い
ま
す
。

　

保
健
給
付
等
の
給
付
費
に
つ
い
て
は
、
災

害
給
付
に
東
日
本
大
震
災
分
と
し
て
八
五
億

円
を
見
込
み
、
前
年
度
に
比
べ
一
三
一
億
円

（
一
〇
・
九
二
％
）
の
増
加
を
見
込
ん
で
い

ま
す
。
ま
た
、
他
制
度
へ
の
拠
出
金
等
と
し

て
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
二
八
六
億
円
、
後

期
高
齢
者
支
援
金
四
四
五
億
円
を
見
込
み
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
介
護
納
付
金
一
七
六
億
円

等
を
見
込
み
、
図
１
の
と
お
り
の
収
支
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、掛
金
及
び
利
息
等
の
収
入（
二
、

一
四
六
億
円
）
と
給
付
費
及
び
拠
出
金
等
の

支
出
（
二
、
三
六
三
億
円
）
と
の
収
支
差
二

一
七
億
円
に
、
支
払
準
備
金
の
戻
入
と
繰
入

と
の
差
額
一
一
億
円
を
加
え
た
二
二
八
億
円

が
当
期
総
損
失
と
な
る
見
込
み
で
す
。

　

な
お
、
支
払
準
備
金
は
、
当
該
事
業
年
度

に
お
け
る
短
期
給
付
請
求
総
額
の
十
二
分
の

一
に
相
当
す
る
金
額
を
積
み
立
て
て
い
ま
す
。

表１　構成員・標準給与・標準賞与推計

区　分 ①構成員（人） ②標準給与の
平均月額（円）

③標準賞与の
平均年額（円）

合計加入者 520,083 375,738 1,396,859

（短期加入者） （516,866） （375,082） （1,390,369）

（長期加入者） （494,575） （364,971） （1,288,619）

被 扶 養 者 341,550 - -

年金受給者 369,304 - -

総　計 1,230,937 - -

掛金
（2,143）

給付費
（1,333）

収入
（2,246）

支出
（2,474）

拠出金等
（1,030）

支払準備金繰入（111）

当期総損失（228）
補助金・利息等（3）

前年度
支払準備金戻入（100）

図１　短期給付事業の予算収支（単位：億円）

図２　長期給付事業の予算収支（単位：億円）

掛金
（3,547）

収入
（5,404）

支出
（5,374）

給付費
（2,992）

基礎年金
拠出金等
（2,382）

補助金・受入金（1,173）

当期総利益（30）
利息等（596）

基礎年金交付金
（88）
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長
期
給
付
事
業

　

退
職
後
の
生
活
の
柱
と
な
る
年
金
の

給
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

長
期
掛
金
率
は
、
二
十
一
年
度
に
行
っ
た

財
政
再
計
算
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
給
付
分

掛
金
率
を
百
分
の
一
二
・
九
三
八
（
掛
金
率

の
う
ち
百
分
の
〇
・
八
相
当
は
、
都
道
府
県

か
ら
の
補
助
と
し
て
見
込
ん
で
い
ま
す
。
た

だ
し
、
長
期
賞
与
掛
金
は
除
き
ま
す
。
前
年

度
掛
金
率
百
分
の
一
二
・
五
八
四
）
と
変
更

し
ま
し
た
。
こ
の
掛
金
率
を
も
と
に
推
計
し

た
掛
金
収
入
は
、
前
年
度
に
比
べ
一
〇
〇
億

円
（
二
・
九
〇
％
）
の
増
加
と
な
る
見
込
み

で
す
。

　

国
庫
補
助
金
は
、
基
礎
年
金
拠
出
金
の
二

分
の
一
相
当
額
な
ど
総
額
一
、
一
〇
一
億
円

が
措
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

給
付
費
に
つ
い
て
は
、
二
十
三
年
度
の
年

金
額
は
〇
・
四
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
が
、
年
金
者
数
の
増
加
に
よ
り
前
年

度
に
比
べ
一
二
四
億
円
（
四
・
三
一
％
）
の

増
加
と
な
る
見
込
み
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
、

基
礎
年
金
拠
出
金
二
、
一
五
九
億
円
、
年
金

保
険
者
拠
出
金
二
二
二
億
円
等
を
見
込
み
、

図
２
の
と
お
り
の
収
支
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

掛
金
、
交
付
金
、
補
助
金
・
受
入
金
及
び

利
息
等
の
収
入
（
五
、
四
〇
四
億
円
）
と
、

給
付
費
及
び
基
礎
年
金
拠
出
金
等
の
支
出

（
五
、
三
七
四
億
円
）
と
の
収
支
差
三
〇
億

円
に
つ
い
て
は
、
長
期
給
付
積
立
金
へ
全
額

積
み
立
て
ま
す
。

　

な
お
、
二
十
三
年
度
末
の
保
有
資
産
は
、

三
兆
四
、一
三
〇
億
円
と
な
る
見
込
み
で
す
。

保
健
事
業

　

特
定
健
康
診
査
、
人
間
ド
ッ
ク
や
ス

ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
福
祉

事
業
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
福
祉
事
業

分
掛
金
率
を
百
分
の
〇
・
二
五
（
前
年
度
掛

金
率
百
分
の
〇
・
二
四
）
と
変
更
し
ま
し
た
。

ま
た
、
特
定
健
康
診
査
等
事
業
に
対
し
国
庫

補
助
金
三
億
四
、
〇
〇
〇
万
円
が
措
置
さ
れ

ま
す
。

　

人
間
ド
ッ
ク
利
用
補
助
等
の
保
健
事
業
に

か
か
る
費
用
と
し
て
二
四
億
円
、
特
定
健
康

診
査
等
の
事
業
に
か
か
る
費
用
と
し
て
一
五

億
円
、
ま
た
、
医
療
事
業
及
び
宿
泊
事
業
へ

の
繰
入
金
と
し
て
三
四
億
円
を
見
込
み
、
図

３
の
と
お
り
の
収
支
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

医
療
事
業

　

総
合
健
診
を
行
う
健
康
医
学
セ
ン

タ
ー
を
併
設
し
た
直
営
病
院
の
運
営
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

東
京
臨
海
病
院
の
運
営
に
伴
う
事
業
収

入
・
支
出
及
び
保
健
経
理
か
ら
の
受
入
金
を

見
込
み
、
図
３
の
と
お
り
の
収
支
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

宿
泊
事
業

　

旅
行
・
出
張
、
会
議
・
宴
会
、
婚
礼

等
に
利
用
す
る
会
館
、
宿
泊
所
及
び
保

養
所
の
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

宿
泊
施
設
の
事
業
収
入
・
支
出
、
設
備
整

備
計
画
及
び
保
健
経
理
か
ら
の
受
入
金
を
見

込
み
、
図
３
の
と
お
り
の
収
支
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

貯
金
事
業

　

財
産
形
成
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

貯
金
事
業
の
収
支
は
、
図
３
の
と
お
り
を

予
定
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
積
立
貯
金
、
積

立
共
済
年
金
、
共
済
定
期
保
険
及
び
ア
イ
リ

ス
プ
ラ
ン
の
各
事
業
を
総
括
し
た
も
の
で
す
。

　

二
十
三
年
度
末
の
加
入
者
貯
金
残
高
は
、

八
、
七
二
二
億
円
と
な
る
見
込
み
で
す
。

貸
付
事
業

　

結
婚
・
教
育
・
住
宅
等
の
資
金
の
貸

付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

二
十
三
年
度
の
貸
付
額
は
、
加
入
者
貸
付

一
三
〇
億
円
を
見
込
み
、
図
３
の
と
お
り
の

収
支
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
事
務
費
な
ど

　

短
期
・
長
期
給
付
事
業
の
事
務
を
行
う
費

用
は
、
事
務
費
分
掛
金
率
百
分
の
〇
・
一
一

（
前
年
度
掛
金
率
百
分
の
〇
・
一
六
）
に
よ

る
掛
金
収
入
と
国
庫
補
助
金
二
億
九
、
〇
〇

〇
万
円
を
主
た
る
財
源
と
し
て
い
ま
す
。

316394

128

117

126

85
（8）

117

77

23

宿泊
経理

貸付
経理

貯金
経理

保健
経理

医療
経理

23

図３　福祉事業の事業経理別予算収支（単位：億円）

収入 支出

当期総損失

当期　
総利益
（2）

当期総損失
0.5含む ][

 当期総利益

当期総利益
0.8含む ][
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就
任
の
あ
い
さ
つ

就
任
の
あ
い
さ
つ

　

こ
の
た
び
四
月
一
日
付
け
で
、
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
を
拝
命
し
、

融
資
部
門
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

は
な
は
だ
微
力
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
立
学

校
の
教
育
振
興
の
た
め
全
力
を
尽
く
し
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
澤
田
裕
前
理
事

同
様
、
何
卒
皆
様
の
ご
指
導
・
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
よ
う
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
、
こ
れ
ま
で
生
命
保
険
会
社
の
役
員

と
し
て
、
保
険
の
引
き
受
け
・
保
全
・
支
払

い
業
務
、
並
び
に
お
客
様
対
応
の
業
務
を
担

当
し
て
お
り
ま
し
て
、
私
立
学
校
の
教
育
振

興
に
つ
い
て
は
全
く
新
し
い
分
野
で
す
が
、

民
間
企
業
経
営
で
の
経
験
が
多
少
な
り
と
も

お
役
に
立
て
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
「
国
づ
く
り
の
基
本
は
人
づ
く
り
」
と
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
は
次
世
代
の
日

本
の
未
来
を
担
う
人
材
の
育
成
で
あ
り
、
国

の
政
策
の
中
で
も
非
常
に
重
要
な
課
題
の
一

つ
で
す
。
そ
の
中
で
私
立
学
校
は
、
学
生
・

生
徒
数
の
全
体
に
占
め
る
割
合
一
つ
を
と
っ

て
み
て
も
高
い
割
合
を
占
め
、
私
立
学
校
の

発
展
が
国
の
教
育
の
方
向
性
を
左
右
す
る
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
私
立
学
校
を
取
り
巻
く
経
営
環

境
は
、
少
子
化
の
進
展
や
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材

育
成
へ
の
対
応
、
ま
た
社
会
人
を
は
じ
め
と

し
た
生
涯
学
習
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
な
ど
様
々

な
対
応
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
事
業
団
は
、
こ
う
し
た
私
立
学
校
の
教

育
や
経
営
の
支
援
に
必
要
な
業
務
を
、
総
合

的
に
行
う
唯
一
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
そ
の
責
任
の
重
さ
を
感
じ
、
心
を
新

た
に
し
て
与
え
ら
れ
た
職
責
を
全
う
し
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

私
の
担
当
す
る
融
資
部
門
で
は
、
学
舎
・

校
地
等
に
対
す
る
長
期
、
低
利
・
固
定
金
利

で
の
融
資
を
通
じ
て
、
学
校
法
人
の
安
定
し

た
経
営
・
財
務
基
盤
の
確
立
や
教
育
条
件
の

充
実
・
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
学
校
法
人
か
ら
期
待
さ
れ
る

役
割
を
認
識
し
、
皆
様
方
に
、
よ
り
良
い
ご

提
案
が
で
き
る
よ
う
心
掛
け
て
参
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
学
校
法
人
・
私
学
団
体
な
ど

の
私
学
関
係
者
の
方
々
の
ご
指
導
・
ご
助
言

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
新
た
な
気
持
ち
で
業

務
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の

で
、
重
ね
て
皆
様
の
ご
支
援
・
ご
叱
正
を
心

か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
の
東

日
本
大
震
災
で
被
害
に
遭
わ
れ
た
皆
様
に
心

か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
災

害
を
受
け
ら
れ
た
学
園
の
一
日
も
早
い
復
興

を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

理　

事

　
　

久く　

下げ　

眞し
ん　

一い
ち

こ
の
た
び
四
月
一
日
付
け
で
、
河
田
理
事

長
よ
り
年
金
・
福
祉
担
当
理
事
を
仰
せ
付
か

り
ま
し
た
北
潟
で
ご
ざ
い
ま
す
。

振
り
返
れ
ば
若
き
頃
に
本
事
業
団
の
前
身

で
あ
る
私
学
共
済
組
合
に
奉
職
し
て
以
来
、

短
期
給
付
事
業
を
始
め
と
し
て
長
期
給
付
事

業
・
宿
泊
事
業
・
医
療
事
業
と
様
々
な
部
署

を
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
培
っ
た
経
験
を
少
し
で
も
生
か

し
な
が
ら
、
共
済
事
業
の
柱
で
あ
り
ま
す
医

療
・
年
金
・
福
祉
等
の
充
実
を
図
り
、
私
学

振
興
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
何
卒
ご
指
導
ご
鞭
撻
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
日
の
私
学
を
取
り
巻
く
情
勢
は
、
少
子

化
の
影
響
や
、
長
引
く
経
済
の
低
迷
等
に
よ

り
、
学
校
運
営
に
つ
い
て
も
大
変
厳
し
い
状

況
に
あ
る
と
拝
察
し
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
本
事
業
団
を
取
り
巻
く
環
境
も
、

昨
今
の
社
会
保
障
制
度
改
革
が
混
迷
し
て
い

る
こ
と
か
ら
い
ま
だ
出
口
が
見
え
な
い
状
況

が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
改
革

の
動
向
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
取
り
も
直
さ

ず
本
事
業
団
の
進
む
べ
き
道
に
も
大
き
な
影

響
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
改
革
が
ど
の
様
に
な
ろ
う
と
も
、
私

学
教
職
員
の
福
利
厚
生
を
図
る
と
い
う
使
命

を
損
な
う
こ
と
な
く
、
本
事
業
団
の
進
む
べ

き
道
が
歪
ま
ぬ
よ
う
に
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま

す
が
、
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
病
院
・
宿
泊
の

各
施
設
の
事
業
運
営
は
厳
し
い
局
面
を
迎
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
働
く
職
員

の
皆
さ
ん
と
と
も
に
経
営
改
善
を
進
め
て
い

く
所
存
で
す
。

ま
た
、
こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
に
よ

る
被
害
に
対
し
ま
し
て
、
本
事
業
団
と
し
ま

し
て
は
、
学
校
施
設
の
倒
壊
や
、
多
く
の
方

が
被
災
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
被
災
さ

れ
た
加
入
者
の
皆
様
方
に
最
大
限
の
支
援
を

す
べ
く
、
諸
手
続
等
の
簡
略
化
を
始
め
と
し

た
様
々
な
支
援
策
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。

最
後
に
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
被
災
さ

れ
た
皆
様
方
に
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
被
災
地
へ
の
支
援
や
復
興

活
動
を
行
う
す
べ
て
の
皆
様
に
深
く
敬
意
を

表
し
ま
す
。
併
せ
て
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
は

一
日
も
早
い
復
興
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

理　

事

　
　

北き
た　

潟が
た　

繁し
げ　

一か
ず
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震　災　対　応

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
の
閣
議
決

定
を
経
て
、
五
月
二
日
第
一
七
七
回
通
常
国

会
に
お
い
て
、
二
十
三
年
度
第
一
次
補
正
予

算
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
は
未
曾
有
の

被
害
を
も
た
ら
し
、
多
く
の
私
立
学
校
が
被

災
し
、
地
震
や
津
波
に
よ
っ
て
校
舎
等
が
倒

壊
す
る
な
ど
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、
教
育

研
究
の
再
開
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。
国
は
、
被
災
し
た
私
立
学
校
に
お
け
る

教
育
活
動
が
一
刻
も
早
く
再
開
で
き
る
よ

う
、
今
般
の
補
正
予
算
に
お
い
て
被
災
し
た

施
設
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
復
旧
を
図
る
た

め
、
最
大
限
の
復
旧
へ
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
文
部
科
学
省
の
私
立
学
校
関

係
の
第
一
次
補
正
予
算
の
概
要
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

一　

私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
補
助

私
立
学
校
施
設
の
災
害
復
旧
費
補
助
に
つ

い
て
は
、そ
の
復
旧
に
要
す
る
工
事
費
等
を
、

当
該
私
立
学
校
の
設
置
者
に
対
し
、
予
算
の

範
囲
内
で
、
そ
の
二
分
の
一
を
補
助
す
る
こ

と
と
し
、六
二
六
億
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
大
学
は
約
一
○
○
大
学
、
短
期

大
学
は
約
二
○
大
学
分
と
し
て
三
三
八
億
円

と
な
っ
て
お
り
、
幼
稚
園
及
び
小
学
校
・
中

学
校
・
高
等
学
校
等
分
は
そ
れ
ぞ
れ
約
四
○

○
園
、
約
一
七
○
校
で
二
八
八
億
円
を
計
上

し
て
い
ま
す
。

二　

私
立
専
修
学
校
等
施
設
災
害
復
旧
費
補
助

私
立
専
修
学
校
、
私
立
各
種
学
校
（
各
種

学
校
は
外
国
人
学
校
を
対
象
）
施
設
の
災
害

復
旧
費
補
助
に
つ
い
て
は
、
そ
の
復
旧
に
要

す
る
工
事
費
等
を
当
該
私
立
学
校
の
設
置
者

に
対
し
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
そ
の
二
分

の
一
を
補
助
す
る
こ
と
と
し
、
専
修
学
校
・

各
種
学
校
約
九
○
校
分
と
し
て
一
七
億
円
を

計
上
し
て
い
ま
す
。

三　

私
立
学
校
教
育
研
究
活
動
復
旧
費
補
助

私
立
学
校
経
常
費
助
成
に
お
い
て
は
、
被

災
し
た
私
立
学
校
の
教
育
研
究
活
動
の
復
旧

費
の
一
部
に
つ
い
て
補
助
を
す
る
こ
と
と

し
、
二
一
二
億
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
に
つ
い

て
は
、
一
二
八
億
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
私
立
高
等
学
校
・
中
学
校
・
小
学

校
・
幼
稚
園
等
を
助
成
す
る
都
道
府
県
を
補

助
す
る
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補

助
金
に
つ
い
て
は
、
八
四
億
円
を
計
上
し
て

い
ま
す
。

四　

学
費
減
免
に
対
す
る
経
常
費
助
成

被
災
し
た
学
生
を
対
象
と
し
た
授
業
料
等

減
免
を
実
施
し
て
い
る
私
立
大
学
等
の
事
業

費
（
約
四
、
六
○
○
人
分
）
の
一
部
（
三
分

の
二
）
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
と
し
、
私

立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
に
お
い
て
三
四
億

円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

五　

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
へ
の
出
資

被
災
さ
れ
た
私
立
学
校
（
大
学
・
短
期
大

学
・
高
等
専
門
学
校
・
高
等
学
校
・
中
等
教

育
学
校
・
中
学
校
・
小
学
校
・
特
別
支
援
学

校
・
幼
稚
園
・
専
修
学
校
・
各
種
学
校
）
の

早
期
の
復
旧
を
図
る
た
め
、
日
本
私
立
学
校

振
興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
「
私
学
事
業
団
」

と
い
う
。）
が
行
う
災
害
復
旧
事
業
及
び
当

面
の
経
営
資
金
へ
の
無
利
子
（
五
年
）
と
そ

の
後
の
長
期
低
利
貸
付
の
実
施
に
伴
う
負
担

軽
減
の
た
め
、
私
学
事
業
団
へ
の
出
資
金
と

し
て
二
二
六
億
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
原
資
と
な
る
私
学
事
業
団
へ

の
財
政
融
資
資
金
の
追
加
貸
付
は
、
四
四
一

億
円
（
災
害
復
旧
事
業
三
八
九
億
円
、
当
面

の
経
営
資
金
五
二
億
円
）
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。な

お
、
私
学
事
業
団
が
行
う
災
害
復
旧
事

業
及
び
当
面
の
経
営
資
金
へ
の
貸
付
事
業
の

ご
案
内
に
つ
い
て
は
、「
学
校
法
人
等
に
対

す
る
復
旧
支
援
融
資
の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
（
八
頁
に
記
載
）。

六　

修
学
（
就
学
）
支
援
関
係

私
立
大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学
校
・

専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
限
る
）
の
修
学
支

援
措
置
と
し
て
、
被
災
し
た
学
生
の
家
計
急

変
に
伴
う
奨
学
生
の
緊
急
採
用
（
無
利
子
奨

学
金
）
に
つ
い
て
貸
与
人
員
枠
を
拡
大
し
、

三
五
億
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
臨
時

特
例
交
付
金
を
創
設
し
、
一
一
三
億
円
を
計

上
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
都
道
府
県
に
全
額
国
庫
補
助
で

基
金
を
設
置
す
る
も
の
で
、
そ
の
対
象
は
、

私
立
学
校
授
業
料
等
減
免
事
業
（
約
六
、
○

○
○
人
分
）、
学
用
品
等
給
付
事
業
、
幼
稚

園
就
園
奨
励
事
業
、
高
校
生
奨
学
金
事
業
、

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
事
業
な
ど
と
な
っ

東
日
本
大
震
災
へ
の
対
応

　

こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
々
に
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
た
、
被
災
さ
れ
ま
し
た
学
園
の
一
日
も
早
い
復
興
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
私

学
事
業
団
と
い
た
し
ま
し
て
も
全
力
で
支
援
に
努
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
度

平
成
二
十
三
年
度

　

第
一
次
補
正
予
算
に
お
け
る

　

第
一
次
補
正
予
算
に
お
け
る

　

私
立
学
校
関
係
予
算
の
概
要

　

私
立
学
校
関
係
予
算
の
概
要
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て
い
ま
す
。

七　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
対
応

被
災
し
た
児
童
生
徒
等
へ
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
対
応
と
し
て
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
の
緊
急
派
遣
（
約
一
、
三
○
○
人
）

に
つ
い
て
、
国
公
私
立
学
校
を
対
象
に
三
○

億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

八　

そ
の
他

そ
の
他
当
初
予
算
で
対
応
す
る
も
の
は
、

以
下
の
と
お
り
で
す
。

※
留
学
生
関
係

　
（
対
象　

私
立
大
学
・
短
期
大
学
等
）

　

• 

被
災
地
に
い
た
国
費
留
学
生
の
う
ち
、

一
時
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
留
学
生

が
、
日
本
に
再
渡
日
す
る
た
め
の
航
空

券
を
支
給

　

• 

被
災
地
の
成
績
優
秀
な
私
費
留
学
生
を

対
象
と
し
て
一
学
期
分
の
「
私
費
外
国

人
留
学
生
等
学
習
奨
励
費
」
を
追
加
募

集

　
（
対
象　

私
立
専
修
学
校
専
門
課
程
）

　

• 

被
災
地
の
成
績
優
秀
な
私
費
留
学
生
を

対
象
と
し
て
一
学
期
分
の
「
私
費
外
国

人
留
学
生
等
学
習
奨
励
費
」
を
追
加
募

集

私私 立 学 校 関 係 平 成 ２ ３ 年 度
第 一 次 補 正 予 算 の 概 要

１，０９８億円

１．私立学校施設災害復旧費補助（１／２補助） ６２６億円

(１)大学・短期大学分 ３３８億円
大学：約１００大学、短期大学：約２０大学

(２)幼・小・中・高等学校等 ２８８億円
幼稚園：約４００園、小・中・高校等：約１７０校

※専修学校等は別途１７億円を計上

２．私立学校教育研究活動復旧費補助 ２１２億円
○私立学校経常費助成において私立学校の教育研究活動の復旧

費の一部について補助
(１)私立大学等経常費補助 １２８億円
(２)私立高等学校等経常費助成費補助 ８４億円

３．学費減免に対する経常費助成（２／３補助） ３４億円
○私立大学等経常費助成において学費減免事業費の一部につい

て補助（授業料等減免 約４，６００人）

※高校以下は就学支援交付金で対応

４．日本私立学校振興・共済事業団への出資 ２２６億円
○災害復旧事業及び当面の経営資金への無利子・長期低利貸付

実施のための逆ざや補填
・融資率

災害復旧分 1～5年無利子、6～7年1.0％、8年以降1.2％
経営資金分 1～5年無利子、6～7年0.4％

（参考：財投）

日本私立学校振興・共済事業団への追加貸付 ４４１億円

（災害復旧事業 ３８９億円、当面の経営資金 ５２億円)

○修学支援関係
・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 １１３億円の内数

私立学校授業料等減免分(幼・小・中・高・特 約６，０００人)

幼稚園就園奨励事業、高校生奨学金事業、学用品等給付事業 等

・家計急変に伴う奨学生の緊急採用（無利子奨学金）３５億円の内数

○メンタルヘルスケア対応
・児童等のスクールカウンセラーの緊急派遣 ３０億円の内数
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私
学
事
業
団
で
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月

二
日
に
第
一
次
補
正
予
算
が
成
立
し
た
こ
と

に
伴
い
、
被
災
さ
れ
た
学
校
法
人
等
の
円
滑

か
つ
迅
速
な
復
旧
の
た
め
、
通
常
の
貸
付
条

件
よ
り
も
有
利
な
災
害
復
旧
費（
特
別
災
害
・

一
般
災
害
）
及
び
教
育
環
境
整
備
費
（
災
害

復
旧
経
営
資
金
）
の
融
資
を
行
い
ま
す
。

　

借
り
入
れ
の
ご
希
望
が
あ
る
場
合
は
、
下

記
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
本
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
助
成

業
務
↓
融
資
↓
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被

災
さ
れ
た
学
校
法
人
等
に
対
す
る
復
旧
支
援

融
資
の
ご
案
内
」（http://w

w
w
.shigaku.

go.jp/s_yushi_23_5_10.htm

）
か
ら
も
詳

細
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

災
害
復
旧
費
（
特
別
災
害
）

【
対
象
と
な
る
事
業
】

　

 　

激
甚
災
害
の
指
定
に
基
づ
き
国
か
ら
補

助
金
の
交
付
を
受
け
た
災
害
復
旧
事
業
及

び
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
が
設
置
す

る
私
立
専
修
・
各
種
学
校
の
う
ち
、
国
か

ら
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
災
害
復
旧

事
業

【
融
資
金
利
】

　
　

一
〜
五
年
目
：
無
利
息

　
　

六
〜
七
年
目
：
一
・
○
％

　
　

八
年
目
以
降
：
一
・
二
％

　

 

※
金
利
は
、
二
十
三
年
度
に
お
い
て
契
約

し
た
場
合
、
契
約
月
に
か
か
わ
ら
ず
右
記

金
利
で
固
定
さ
れ
ま
す
。

【
償
還
方
法
】

　

 　

二
五
年
以
内
（
う
ち
据
置
五
年
以
内
）

の
元
金
均
等
返
済

【
融
資
額
】

　

 　

原
則
と
し
て
、
次
の
①
〜
③
の
中
で
最

も
低
い
額
が
融
資
額
と
な
り
ま
す
。

　

①
事
業
査
定
額
：
補
助
金
の
額
と
同
額
以
内

　

② 

資
産
査
定
額
：
正
味
資
産
（
貸
借
対
照

表
の
総
資
産-

総
負
債
）
の
四
○
％
か

ら
本
事
業
団
の
既
借
り
入
れ
分
を
差
し

引
い
た
金
額

　

③ 

担
保
査
定
額
：
担
保
物
件
評
価
額
の
八

○
％
以
内

災
害
復
旧
費
（
一
般
災
害
）

【
対
象
と
な
る
事
業
】

　

 　

特
別
災
害
以
外
の
災
害
復
旧
事
業
（
市

区
町
村
長
又
は
消
防
署
長
の
「
り
災
証
明

書
」
又
は
「
被
災
証
明
書
」〈
と
も
に
写

し
で
も
可
〉
が
必
要
で
す
）

【
融
資
金
利
】

　
　

一
〜
五
年
目
：
無
利
息

　
　

六
〜
七
年
目
：
一
・
○
％

　
　

八
年
目
以
降
：
一
・
二
％

　

 

※
金
利
は
、
二
十
三
年
度
に
お
い
て
契
約

し
た
場
合
、
契
約
月
に
か
か
わ
ら
ず
右
記

金
利
で
固
定
さ
れ
ま
す
。

【
償
還
方
法
】

　

 　

二
五
年
以
内
（
う
ち
据
置
五
年
以
内
）

の
元
金
均
等
返
済

【
融
資
額
】

　

 　

原
則
と
し
て
、
次
の
①
〜
③
の
中
で
最

も
低
い
額
が
融
資
額
と
な
り
ま
す
。

　

① 

事
業
査
定
額
：
原
形
復
旧
査
定
事
業
費

の
八
○
％
以
内

　

② 

資
産
査
定
額
：
正
味
資
産
（
貸
借
対
照

表
の
総
資
産-

総
負
債
）
の
三
○
％
か

ら
事
業
団
の
既
借
り
入
れ
分
を
差
し
引

い
た
金
額

　

③ 

担
保
査
定
額
：
担
保
物
件
評
価
額
の
八

○
％
以
内

教
育
環
境
整
備
費
（
災
害
復
旧
経
営
資
金
）

【
対
象
と
な
る
事
業
】

　

 　

災
害
に
よ
り
被
災
し
た
学
校
法
人
等

で
、
被
災
の
程
度
の
著
し
い
学
校
法
人
等

の
資
金
需
要
に
対
応
す
る
た
め
の
緊
急
に

必
要
な
資
金
（
市
区
町
村
長
又
は
消
防
署

長
の
「
り
災
証
明
書
」
又
は
「
被
災
証
明

書
」〈
と
も
に
写
し
で
も
可
〉が
必
要
で
す
）

【
融
資
金
利
】

　
　

一
〜
五
年
目
：
無
利
息

　
　

六
〜
七
年
目
：
○
・
四
％

　

 
※
金
利
は
、
二
十
三
年
度
に
お
い
て
契
約

し
た
場
合
、
契
約
月
に
か
か
わ
ら
ず
右
記

金
利
で
固
定
さ
れ
ま
す
。

【
償
還
方
法
】

　

 　

七
年
以
内
（
う
ち
据
置
三
年
以
内
）
の

元
金
均
等
返
済

【
融
資
額
】

　

 　

原
則
と
し
て
、
次
の
①
〜
③
の
中
で
最

も
低
い
額
が
融
資
額
と
な
り
ま
す
。

　

①
事
業
査
定
額
：
対
象
支
出
の
八
○
％
以
内

　

② 

資
産
査
定
額
：
正
味
資
産
（
貸
借
対
照

表
の
総
資
産-

総
負
債
）
の
三
○
％
か

ら
事
業
団
の
既
借
り
入
れ
分
を
差
し
引

い
た
金
額

　

③ 

担
保
査
定
額
：
担
保
物
件
評
価
額
の
八

○
％
以
内

【
融
資
限
度
額
】

　
　

 

大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学
校
：

三
億
円

　
　

 

高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校
・
中
学
校
・

小
学
校
・
特
別
支
援
学
校
・
専
修
学
校
・

各
種
学
校
：
一
億
円

　
　

幼
稚
園
：
五
千
万
円

　

 　

ま
た
、各
融
資
費
目
の
共
通
の
要
件
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

【
担
保
】

　

 　

原
則
と
し
て
土
地
及
び
建
物
（
事
業
団

を
第
一
順
位
と
す
る
抵
当
権
の
設
定
が
必

要
で
す
）

【
連
帯
保
証
人
】

　
　

一
名
以
上

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

融
資
部　

融
資
課

☎
○
三
（
三
二
三
○
）
七
八
六
一
〜
三

Ｅ
メ
ー
ル　

yusi@
shigaku.go.jp

学
校
法
人
等
に
対
す
る

学
校
法
人
等
に
対
す
る

復
旧
支
援
融
資
の
ご
案
内

復
旧
支
援
融
資
の
ご
案
内

助
成
業
務
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共
済
業
務

　

東
日
本
大
震
災
（
以
下
「
大
震
災
」
と
い

う
）
に
つ
い
て
は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済

制
度
に
お
い
て
も
発
生
後
、
直
ち
に
所
要
の

措
置
を
講
じ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
度
、
平

成
二
十
三
年
五
月
二
日
に
、「
東
日
本
大
震

災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及

び
助
成
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
二
十
三
年

法
律
第
四
十
号
。
以
下
「
財
特
法
」
と
い
う
）

及
び
関
係
政
省
令
が
公
布
、
施
行
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
本
法
の
内
容
及
び
そ
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
ご
案
内
し
ま
す
。

一 　

標
準
給
与
の
改
定
の
特
例

　
（
財
特
法
第
三
十
八
条
関
係
）

１　

標
準
給
与
の
改
定
の
特
例
に
つ
い
て

⑴ 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
時
点
で
特
定

被
災
区
域
（
特
定
被
災
区
域
に
準
ず
る
市

町
村
を
含
む
・
十
一
頁
表
２
参
照
）
に
所

在
し
て
い
た
学
校
等
が
大
震
災
に
よ
る
被

害
（
表
１
参
照
）
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、

当
該
学
校
等
に
勤
務
す
る
加
入
者
の
二
十

三
年
三
月
か
ら
二
十
四
年
二
月
ま
で
の
い

ず
れ
か
の
月
に
受
け
た
給
与
の
額
が
、
そ

の
月
の
標
準
給
与
の
基
礎
と
な
っ
た
給
与

月
額
に
比
べ
て
著
し
く
低
下
（
標
準
給
与

の
等
級
が
二
等
級
以
上
変
動
す
る
こ
と
と

な
る
給
与
の
変
動
を
い
う
）
し
た
場
合
、

そ
の
月
か
ら
標
準
給
与
を
改
定
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
従
前
の
標
準
給
与
の
等
級
が
第
二
級

の
場
合
は
、
給
与
月
額
が
九
万
五
千
円
未
満
に

な
っ
た
場
合
は
第
一
級
に
改
定
で
き
ま
す
。

⑵ 

⑴
に
よ
り
標
準
給
与
の
改
定
が
行
わ
れ
た

加
入
者
の
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
月
の
翌

月
か
ら
二
十
四
年
二
月
ま
で
の
い
ず
れ
か

の
月
に
受
け
た
給
与
の
額
が
、
標
準
給
与

の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
給
与
月
額
に
比
べ

て
著
し
く
上
昇
し
た
場
合
、
そ
の
月
か
ら

標
準
給
与
を
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
⑴
で
給
与
月
額
が
九
万
五
千
円
未

満
と
な
り
第
一
級
に
改
定
さ
れ
た
加
入
者

が
、
給
与
月
額
が
十
万
一
千
円
以
上
十
万
七

千
円
未
満
と
な
っ
た
場
合
は
第
二
級
に
改
定

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
注
】

　

⑴
、
⑵
に
よ
り
改
定
さ
れ
た
標
準
給
与
は

二
十
三
年
八
月
（
二
十
三
年
七
月
か
ら
二
十

四
年
二
月
ま
で
に
改
定
さ
れ
た
場
合
は
二
十

四
年
八
月
）
ま
で
の
間
、
適
用
さ
れ
ま
す
。

２　

標
準
給
与
の
改
定
の
手
続
き

　
「
標
準
給
与
改
定
届
書
（
様
式
第
七
号
）」

の
算
定
基
礎
月
の
「
一
月
目
」
欄
に
変
更
後

の
給
与
月
額
、
改
定
事
由
に
は
「
特
例
に
よ

る
即
時
改
定
」
と
朱
書
き
の
う
え
、
学
校
法

人
等
よ
り
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
添
付
書
類
と
し
て
は
、
学
校
等
が

大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
分
か

る
書
類
（
り
災
証
明
書
等
）
及
び
給
与
台
帳

の
写
し
が
必
要
で
す
。

３ 　

標
準
給
与
の
改
定
に
伴
う
短
期
給
付
等

の
算
定
に
つ
い
て

　

標
準
給
与
を
基
に
算
定
す
る
傷
病
手
当
金

等
に
つ
い
て
、
１
-
⑴
の
標
準
給
与
の
改
定

に
連
動
し
て
減
少
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
給

付
は
改
定
前
の
標
準
給
与
に
基
づ
き
支
給
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑴ 

大
震
災
前
に
受
給
権
を
有
し
、既
に
支
給
、又

は
受
給
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
次
の
給
付

　

傷
病
手
当
金･

傷
病
手
当
金
付
加
金

　

出
産
手
当
金

　

休
業
手
当
金

⑵ 

大
震
災
が
原
因
で
受
給
権
が
発
生
し
た
次

の
給
付

　

弔
慰
金
・
家
族
弔
慰
金

　

傷
病
手
当
金
・
傷
病
手
当
金
付
加
金

　

休
業
手
当
金

　

災
害
見
舞
金
・
災
害
見
舞
金
付
加
金

二 　

掛
金
の
免
除
の
特
例

　
（
財
特
法
第
四
十
二
条
関
係
）

　

次
の
①
及
び
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

学
校
法
人
等
か
ら
「
掛
金
・
児
童
手
当
拠
出

金
免
除
申
請
書
」
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
私
学
事
業
団
が
必
要
と
認
め

る
と
き
は
、
掛
金
・
児
童
手
当
拠
出
金
（
以

下
「
掛
金
等
」
と
い
う
）
の
納
付
が
免
除
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

① 

二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
特
定
被
災
区
域
に

所
在
す
る
学
校
等
を
設
置
し
て
い
た
こ
と

「
財
特
法
」
の
施
行
に

「
財
特
法
」
の
施
行
に

伴
う
私
学
共
済
制
度
の

伴
う
私
学
共
済
制
度
の

取
り
扱
い

取
り
扱
い

表１　大震災による被害
１ 大震災により学校等が損壊（設備の損壊等も含む）するなど直接的な被害が生じている場合

２ 授業等を行うために必要な電気、ガス、水道等の施設の被害や道路の遮断等により被害が生
じている場合

３

原子力災害対策特別措置法による警戒区域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に、平
成23年3月11日において現に学校等が所在していた場合
なお、原子力災害対策特別措置法の規定による内閣総理大臣の屋内退避指示の対象地域に同
日において現に学校等が所在していた場合についても、健康保険等において別に定める日と
同日までは特例の対象となること

４
１から３までに準じた理由により、学校等が大震災による被害を受けた場合であって、その
被害の状況を総合的に勘案し、不可避的に学校等において授業が行えないこと等を余議なく
されたと判断される場合
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共
済
業
務

② 

大
震
災
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
こ
と
に

よ
り
、
①
の
学
校
等
に
勤
務
す
る
加
入
者

へ
の
給
与
の
支
払
い
に
著
し
い
支
障
が
生

じ
て
い
る
こ
と

　

給
与
の
支
払
い
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
て

い
る
場
合
と
は
、
学
校
等
の
全
部
又
は
一
部

が
休
業
し
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
お
お
む
ね

過
半
の
加
入
者
に
つ
い
て
給
与
が
支
払
わ
れ

て
い
な
い
か
又
は
標
準
給
与
の
下
限
（
九
万

八
千
円
）
に
相
当
す
る
給
与
し
か
支
払
わ
れ

て
い
な
い
状
態
を
い
い
ま
す
。

　

掛
金
等
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
期
間
は
、

二
十
三
年
三
月
か
ら
二
十
四
年
二
月
（
児
童

手
当
拠
出
金
は
二
十
三
年
十
月
）
の
間
で
、

給
与
の
支
払
い
に
「
著
し
い
支
障
」
が
生
じ

て
い
る
期
間
で
す
。

　

ま
た
、
給
与
に
か
か
る
掛
金
等
が
免
除
さ

れ
る
場
合
で
、
お
お
む
ね
過
半
の
加
入
者
に
つ

い
て
賞
与
等
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は

賞
与
等
の
額
が
十
万
一
千
円
未
満
の
場
合
は

賞
与
等
に
か
か
る
掛
金
も
免
除
さ
れ
ま
す
。

三 　
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担

額
の
免
除
の
特
例
（
財
特
法
第
四
十
条
関
係
）

　

本
事
業
団
で
は
、
加
入
者
並
び
に
被
扶
養

者
の
う
ち
、
下
記
の
免
除
認
定
者
に
該
当
す

る
場
合
、
一
部
負
担
金
を
免
除
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。
ま
た
、
財
特
法
施
行
に
よ
り
入
院

時
食
事
療
養
費
等
に
か
か
る
標
準
負
担
額
等

に
つ
い
て
も
免
除
す
る
こ
と
と
し
ま
す
（
一

部
負
担
金
等
の
免
除
の
特
例
）。

　

こ
の
一
部
負
担
金
等
の
免
除
を
受
け
る
に

は
、
免
除
の
申
請
を
本
事
業
団
に
し
て
い
た

だ
き
「
一
部
負
担
金
等
免
除
証
明
書
」
の
交

付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
原
則
二
十
三
年

三
月
十
一
日
か
ら
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日

（
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び
入
院
時
生
活
療

養
費
に
か
か
る
標
準
負
担
額
の
免
除
期
間
は

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
日
〈
二
十
三

年
八
月
三
十
一
日
予
定
〉）
ま
で
取
り
扱
い

ま
す
。

　

な
お
、
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
は
、
医

療
機
関
の
窓
口
で
は
加
入
者
証
又
は
加
入
者

被
扶
養
者
証
の
ほ
か
「
一
部
負
担
金
等
免
除

証
明
書
」
の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

一
部
負
担
金
等
免
除
に
関
す
る
申
請
方
法

等
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
本
事
業
団
ま
で
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

【
免
除
対
象
と
な
る
一
部
負
担
金
等
】

　

一
部
負
担
金
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
か

か
る
標
準
負
担
額
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に

か
か
る
標
準
負
担
額
、
保
険
外
併
用
療
養
費

に
か
か
る
自
己
負
担
額
及
び
訪
問
看
護
療
養

費
に
か
か
る
自
己
負
担
額
並
び
に
家
族
療
養

費
に
か
か
る
自
己
負
担
額
及
び
家
族
訪
問
看

護
療
養
費
に
か
か
る
自
己
負
担
額

【 

免
除
認
定
者
が
既
に
支
払
っ
た
一
部
負
担

金
等
の
還
付
に
つ
い
て
】

　

二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
、
免
除
認
定

者
が
す
で
に
支
払
っ
た
一
部
負
担
金
等
（
入
院

時
食
事
療
養
費
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に

か
か
る
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労

働
大
臣
が
別
に
定
め
る
日
以
降
に
支
払
っ
た

も
の
を
除
き
ま
す
）
に
つ
い
て
は
、
本
事
業

団
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
還
付
さ
れ
ま
す
。

四 　

死
亡
に
か
か
る
給
付
の
支
給
に
関
す

る
特
例
（
財
特
法
第
四
十
一
条
関
係
）

　

震
災
等
に
よ
る
行
方
不
明
時
に
お
い
て
は

一
年
経
た
な
い
と
死
亡
の
推
定
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
が
、
財
特
法
の
施
行
に
よ
り
東

北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
行
方
不
明
と

な
っ
た
者
の
生
死
が
三
か
月
間
分
か
ら
な
い
場

合
又
は
そ
の
者
の
死
亡
が
三
か
月
以
内
に
明

ら
か
に
な
り
、
か
つ
、
そ
の
死
亡
時
期
が
分
か

ら
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
死
亡
に
か
か
る
給

付
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
は
、
二
十

三
年
三
月
十
一
日
に
そ
の
者
が
死
亡
し
た
も
の

と
推
定
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
に
伴
い
、
本
事
業
団
は
①
埋
葬

料
・
家
族
埋
葬
料
、②
弔
慰
金
・
家
族
弔
慰
金
、

③
遺
族
共
済
年
金
、
④
遺
族
共
済
年
金
の
転

給
、
⑤
特
例
死
亡
一
時
金
、
⑥
死
亡
一
時
金

及
び
⑦
支
払
未
済
の
給
付
に
つ
い
て
、
速
や

か
に
給
付
の
決
定
又
は
支
給
を
行
い
ま
す
。

　

具
体
的
な
取
り
扱
い
と
し
て
は
、
死
亡
を

証
す
る
書
類
（
死
亡
診
断
書
）
等
に
代
え

て
、「
行
方
不
明
と
な
っ
た
事
実
又
は
死
亡

し
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類
」
で
対
応
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

【
注
】
労
災
保
険
等
と
短
期
給
付
の
調
整

　

労
災
保
険
等
の
給
付
が
受
給
で
き
る
場

合
、
次
の
短
期
給
付
に
つ
い
て
は
、
前
記
一

-

３
、
三
、
四
に
よ
る
取
り
扱
い
は
、
該
当

し
ま
せ
ん
。
勤
務
中
や
通
勤
途
上
で
大
震
災

に
起
因
し
て
死
亡
も
し
く
は
傷
病
を
負
っ
た

場
合
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
大
震
災
で
事
業
所

が
被
災
し
雇
用
保
険
失
業
給
付
の
特
例
措
置

を
受
け
る
場
合
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
加
入
者

又
は
被
扶
養
者

① 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
特
定
被
災
区

域
に
住
所
を
有
し
て
い
た
者
（
同
日
以
降
、

他
の
市
町
村
に
転
入
し
た
者
を
含
む
。
以
下

同
じ
）
で
あ
っ
て
、
大
震
災
に
よ
り
住
家
の

全
半
壊
、
全
半
焼
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
被
災

を
し
た
も
の

② 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
特
定
被
災
区

域
に
住
所
を
有
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
大

震
災
に
よ
り
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡

し
、
又
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
も
の

③ 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
特
定
被
災
区

域
に
住
所
を
有
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
大

震
災
に
よ
り
主
た
る
生
計
維
持
者
が
行
方
不

明
で
あ
る
も
の

④ 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ

る
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
又
は
屋
内
へ
の

退
避
に
か
か
る
内
閣
総
理
大
臣
の
指
示
の
対

象
地
域
で
あ
る
た
め
避
難
又
は
退
避
を
行
っ

て
い
る
も
の

⑤ 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ

る
、
計
画
的
避
難
区
域
及
び
緊
急
時
避
難
準

備
区
域
の
設
定
に
か
か
る
原
子
力
災
害
対
策

本
部
長
の
指
示
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の

⑥ 
そ
の
他
右
記
①
か
ら
⑤
ま
で
に
準
ず
る
者
と

し
て
本
事
業
団
が
認
め
た
も
の

※
免
除
認
定
者
の
概
要
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【
労
災
保
険
等
の
給
付
と
調
整
が
必
要
な
短

期
給
付
】

傷
病
手
当
金
・
傷
病
手
当
金
付
加
金　

⇔　

労
災
保
険
休
業
（
保
障
）
給
付

※ 

た
だ
し
、
傷
病
手
当
金
は
、
職
務
上
（
通

勤
途
上
）
と
し
て
決
定
す
る
ま
で
仮
払
い

し
、
労
災
保
険
等
の
給
付
が
決
定
後
、
返

還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

休
業
手
当
金　

⇔　

労
災
保
険
休
業（
保
障
）

給
付
等

埋
葬
料
・
家
族
埋
葬
料　

⇔　

労
災
保
険
の

葬
祭
料
（
葬
祭
）
給
付

　

こ
の
他
、
医
療
機
関
等
に
か
か
っ
た
と
き

の
療
養
の
給
付
や
療
養
費
、
家
族
療
養
費
な

ど
も
労
災
保
険
の
給
付
と
調
整
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

五　

退
職
共
済
年
金
の
決
定
の
特
例

　
（
財
特
法
第
三
十
九
条
関
係
）

　

六
十
歳
代
前
半
の
退
職
共
済
年
金
（
特
別

支
給
）
は
、
六
十
五
歳
で
、
一
旦
、
受
給
権

が
消
滅
す
る
た
め
、
あ
ら
た
め
て
六
十
五
歳

か
ら
の
退
職
共
済
年
金
（
本
来
支
給
）
の
請

求
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
前
提
に
、
特
定
被

災
区
域
の
う
ち
、
交
通
、
郵
便
そ
の
他
の
事
情

を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
域

に
住
所
を
有
し
て
い
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ

て
六
十
五
歳
時
の
退
職
共
済
年
金
（
本
来
支

給
）
の
請
求
が
な
い
場
合
で
も
、
特
例
と
し
て

年
金
を
決
定
し
、支
給
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
退
職
共
済
年
金
の
支
給
繰
下
げ

を
希
望
す
る
と
き
な
ど
は
、
そ
の
旨
を
速
や

か
に
申
し
出
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
特
例
期
間
は
、
二
十
三
年
三
月
一
日

か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
六
十
五

歳
に
達
す
る
方
が
対
象
で
す
。
こ
の
対
象
と

な
ら
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
年

金
の
請
求
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
私
学
共
済
以
外
の
年
金
制
度
の
加

入
経
歴
を
お
持
ち
の
方
の
老
齢
基
礎
年
金
の

請
求
に
関
し
て
は
、
最
寄
り
の
年
金
事
務
所

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
六

月
三
十
日
ま
で
の
間
に
学
校
等
（
甲
種
又
は

丙
種
）
を
退
職
（
七
十
歳
み
な
し
退
職
を
含

み
ま
す
）
し
た
こ
と
に
伴
う
退
職
共
済
年
金

の
改
定
の
請
求
に
つ
い
て
も
、
退
職
共
済
年

金
（
本
来
支
給
）
の
請
求
の
場
合
と
同
様
に

取
り
扱
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
た
だ
し
、

退
職
後
の
民
間
会
社
等
へ
の
就
職
、
又
は
雇

用
保
険
の
受
給
状
況
に
よ
り
年
金
が
支
給
停

止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
）。

関
係
政
省
令

　

 「
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援

助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
給
付
を
定

め
る
政
令
」（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
号
）

　

 「
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
私
立
学
校
教
職

員
共
済
法
の
特
例
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
二
十
三
年

文
部
科
学
省
令
第
十
九
号
）

表２
特定被災区域

青森県 八戸市、上北郡おいらせ町

岩手県 全市町村

宮城県 全市町村

福島県 全市町村

茨城県

水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取
手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみが
うら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡
城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、同郡阿見町、同郡河内町、北相馬郡利根町

栃木県 宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、同郡茂
木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町

千葉県 千葉市、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市、山武郡九十九里町

新潟県 十日町市、上越市、中魚沼郡津南町

長野県 下水内郡栄村

特定被災区域に準ずる市町村

青森県 三沢市、三戸郡階上町

茨城県 古河市、結城市

栃木県 足利市

千葉県 銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、富里市、印旛郡酒々井町、
同郡栄町、香取郡多古町、同郡東庄町、山武郡横芝光町
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一 　

掛
金
・
児
童
手
当
拠
出
金
に
か
か
る

納
期
限
の
延
長
の
取
り
扱
い

　

掛
金
・
児
童
手
当
拠
出
金
（
以
下
「
掛
金

等
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
取

り
扱
い
ま
す
。

　

な
お
、
今
後
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
、

災
害
の
復
旧
状
況
等
を
踏
ま
え
対
応
す
る
予

定
で
す
。

【
対
象
と
な
る
学
校
法
人
等
（
①
又
は
②
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
学
校
法
人
等
）】

① 

青
森
県
・
岩
手
県
・
宮
城
県
・
福
島
県
・

茨
城
県
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
法
人
等

② 

大
震
災
に
伴
い
災
害
救
助
法
の
適
用
市
町

村
（
東
京
都
を
除
き
ま
す
）
に
指
定
さ
れ

た
地
域
に
所
在
す
る
学
校
法
人
等

【
対
象
と
な
る
調
定
掛
金
等
】

　

二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
に
納
期
限
が

到
来
す
る
二
十
三
年
二
月
調
定
分
以
降
の
掛

金
等

　

納
期
限
を
五
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
し
て

い
た
二
十
三
年
二
月
及
び
三
月
調
定
分
掛
金

等
も
含
め
、
納
期
限
を
さ
ら
に
延
長
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
延
長
後
の
納
期
限
に
つ
い

て
は
、
後
日
改
め
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す

（
国
税
通
則
法
に
な
ら
い
、
災
害
が
や
ん
だ

日
か
ら
二
か
月
以
内
の
日
が
別
途
定
め
ら
れ

ま
す
）。

　

納
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
間
、
口
座
振

替
は
行
わ
な
い
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
て
い
る
学
校
法

人
等
で
、
延
長
後
の
納
期
限
を
お
知
ら
せ
す

る
前
に
口
座
振
替
の
再
開
を
希
望
さ
れ
る
場

合
に
は
、「
口
座
振
替
再
開
申
出
書
」（
対
象

校
の
二
十
三
年
四
月
調
定
分
の
納
付
通
知
書

に
同
封
し
ま
し
た
）
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

再
開
後
の
振
替
日
は
、
本
来
の
納
期
限
に
基

づ
く
振
替
日
と
な
り
ま
す
。

※ 
任
意
継
続
加
入
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
取

り
扱
い
を
行
い
ま
す
。

二　

貸
付
関
係
の
取
り
扱
い

⑴
定
期
償
還
期
限
の
延
長

　

激
甚
災
害
に
よ
り
被
災
を
し
た
借
受
人
か

ら
の
申
し
出
に
よ
り
、
二
年
間
を
限
度
と
し

て
貸
付
金
の
定
期
償
還
期
限
を
延
長
し
ま
す
。

　

申
出
手
続
き
は
災
害
発
生
日
か
ら
五
か
月

以
内
に
定
期
償
還
期
限
延
長
承
認
願
（
既
貸

付
者
）（
任
意
用
紙
可
）
及
び
り
災
証
明
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

延
長
期
間
中
の
利
息
に
つ
い
て
は
、
延
長
期

間
終
了
後
の
定
期
償
還
開
始
時
か
ら
一
括
又

は
分
割
払
い
に
て
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
定
期
償
還
期
限
延
長
期
間
中
の
利

率
は
、
年
一
・
二
％
で
す
。

⑵
特
例
住
宅
貸
付
及
び
特
例
災
害
貸
付

　

加
入
者（
任
意
継
続
加
入
者
は
除
き
ま
す
）

が
、
激
甚
災
害
に
よ
り
被
災
を
し
た
た
め
資

金
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、「
特
例
住
宅

貸
付
」
及
び
「
特
例
災
害
貸
付
」
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
貸
付
け
を
受
け

る
と
同
時
に
定
期
償
還
期
限
延
長
の
申
し
出

﹇
定
期
償
還
期
限
延
長
申
請
書
（
新
規
貸
付

者
）（
任
意
用
紙
可
）を
提
出
﹈も
で
き
ま
す
。

①
特
例
住
宅
貸
付
の
貸
付
け
条
件
等

　

貸
付
限
度
額
は
退
職
手
当
に
六
百
万
円
を

加
え
た
額
で
最
高
二
千
万
円
で
す
。
手
続
き

は
通
常
の
住
宅
貸
付
に
必
要
な
書
類
の
他

に
、
り
災
証
明
書
を
添
付
し
て
、
災
害
発
生

日
か
ら
三
年
以
内
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

②
特
例
災
害
貸
付
の
貸
付
け
条
件
等 

　

貸
付
限
度
額
は
最
高
二
百
万
円
で
す
。
手

続
き
は
貸
付
申
込
書
、
借
用
証
書
に
、
り
災

証
明
書
を
添
付
し
て
、
災
害
発
生
日
か
ら
一

年
以
内
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
特
例
住
宅
貸
付
及
び
特
例
災
害
貸
付
を
申

し
込
む
場
合
は
、
貸
付
申
込
書
の
申
込
事
由

に
「
激
甚
災
害
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

三　

災
害
見
舞
金
等
の
給
付
金
の
支
払
い

　

本
事
業
団
で
は
職
員
を
被
災
さ
れ
た
地
域

（
岩
手
、
宮
城
、
福
島
、
茨
城
の
各
県
の
十
一

会
場
、
延
べ
十
八
日
間
）
に
派
遣
し
て
、
災

害
見
舞
金
等
の
請
求
及
び
特
例
災
害
貸
付
の

申
し
込
み
を
現
地
で
受
付
・
審
査
し
、
給
付

金
又
は
貸
付
金
を
速
や
か
に
送
金
し
ま
し
た
。

　

大
震
災
に
よ
り
家
財
、
又
は
住
居
の
五
分

の
一
以
上
の
被
害
が
あ
れ
ば
、災
害
見
舞
金
、

又
は
同
付
加
金
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
併
せ
て
災
害
見
舞
品
に
代
え
て
三

万
円
を
支
給
し
ま
す
。

　

大
震
災
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
被
害
に
遭
わ

れ
た
加
入
者
等
で
、
い
ま
だ
請
求
を
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、
り
災
証
明
書
等
の
必
要
書
類

を
添
付
し
て
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　

本
事
業
団
で
は
、
本
誌
に
掲
載
し
て
い

る
ほ
か
に
も
、
被
災
さ
れ
た
方
の
支
援
の

た
め
、
事
務
の
迅
速
化
・
簡
略
化
を
図
る

と
と
も
に
、
事
務
の
取
り
扱
い
に
特
例
を

設
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
私
学
共
済
事
業
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.shigakukyosai.

jp/

）
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
（
共
済
事
業
本
部
）

☎
〇
三
（
三
八
一
三
）
五
三
二
一
（
代
表
）

Ｅ
メ
ー
ル

kyosai.saigaitaisaku@
tcn-catv.ne.jp

※
Ｅ
メ
ー
ル
で
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、

住
所
・
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
電
話
番
号（
携

帯
電
話
可
）
な
ど
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
、
私
学
共
済

そ
の
他
、
私
学
共
済

制
度
の
取
り
扱
い

制
度
の
取
り
扱
い
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平
成
二
十
三
年
度
の
特
定
健
康
診
査
及
び

特
定
保
健
指
導
を
下
記
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ

り
実
施
し
ま
す
（
特
定
健
康
診
査
の
概
要
に

つ
い
て
は
本
誌
四
月
号
参
照
）。

　

私
学
事
業
団
か
ら
六
月
下
旬
に
、案
内
書
・

対
象
者
リ
ス
ト
等
を
学
校
法
人
等
へ
送
付
し

ま
す
。
案
内
書
に
は
、
特
定
健
康
診
査
の
実

施
要
領
等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
内

容
を
確
認
の
う
え
、手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
加
入
者
の
特
定
健
康
診
査
】

　

学
校
法
人
等
が
学
校
保
健
安
全
法
（
労
働

安
全
衛
生
法
）
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
定
期

健
康
診
断
の
結
果
を
活
用
し
ま
す
。
特
定
健

康
診
査
の
検
査
項
目
の
受
診
も
れ
や
加
入
者

番
号
等
の
記
入
も
れ
が
な
い
よ
う
確
認
の
う

え
、
本
事
業
団
に
健
診
結
果
デ
ー
タ
を
提
供

し
て
く
だ
さ
い
。

【
被
扶
養
者
の
特
定
健
康
診
査
】

　

本
事
業
団
が
発
行
す
る
「
特
定
健
康
診
査

受
診
券
」（
有
効
期
限
二
十
四
年
三
月
三
十

一
日
）
に
よ
り
、
指
定
健
診
機
関
で
特
定
健

康
診
査
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

前
記
の
本
事
業
団
か
ら
送
付
す
る
「
案
内

書
（
被
扶
養
者
向
け
）」（「
特
定
健
康
診
査

受
診
券
」
等
同
封
）
を
、
加
入
者
を
経
由
し

て
、
対
象
者
（
被
扶
養
者
）
に
配
付
し
て
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
提
出
に
際
し
て
の
留
意
点
】

　

健
診
結
果
デ
ー
タ
の
提
出
に
際
し
て
は
、

で
き
る
だ
け
私
学
共
済
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.shigakukyosai.jp/

）
に
掲

載
し
て
い
る
「
健
診
結
果
提
出
用
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｅ

Ｌ
デ
ー
タ
作
成
・
チ
ェ
ッ
ク
機
能
」
の
入
力

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
利
用
及
び
電
子
デ
ー
タ
に

よ
る
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

特
定
健
康
診
査
の

ご
案
内
を

六
月
下
旬
に

学
校
法
人
等
へ

送
付
し
ま
す

健
診
結
果
デ
ー
タ
の
提
出
期
間

　

平
成
二
十
三
年
七
月
〜
九
月
末
日

※ 

十
月
以
降
に
定
期
健
康
診
断
を
実
施

す
る
学
校
法
人
等
の
提
出
期
限

　

二
十
四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

※ 

二
〜
三
月
に
定
期
健
康
診
断
を
実
施

す
る
学
校
法
人
等
の
提
出
期
限

　

二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

　

特
定
保
健
指
導
を
円
滑
に
行
う
た
め

に
、
健
診
終
了
後
は
提
出
期
限
に
か
か

わ
ら
ず
、速
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平成23年度スケジュール

私学事業団 加入者･学校法人等
特定健康診査 特定保健指導

H23
／

6月

案内書・被扶養者の受診券（有効期限：平
成24年3月31日）・対象者リストの発送（6月
下旬ごろ）

学校法人等
定期健康診断結果データの提供、
案内書（被扶養者向け）配付 　

被扶養者等
受診券による健診・結果
データの提供 　

7月
　

23年度分健診結果データ
受付けの都度、入力・階層化・登録

8月
　　健診結果・情報冊子の発送
　　※特定保健指導該当者には利用券
　　（有効期限：平成24年7月31日）を同封

特定保健指導利用開始

9月 　学校法人等からの健診結果
　データ提出期限（1回目）

10月
11月 　　○国へ22年度分特定健診等実績報告
12月

H24
／
1月

　 学校法人等からの健診結果データ提出
期限（2回目）（10月以降定期健康診断
を実施する学校法人等）

2月
3月 　〔受診券の有効期限：平成24年3月31日〕
4月 ＜次年度＞

5月
　 学校法人等からの健診結果データ提出
期限（3回目）（2～3月に定期健康診断
を実施する学校法人等）

6月

7月
23年度特定保健指導の利用
（初回面接）受け付け終了
〔利用券の有効期限：平成24年7月31日〕

（
順
次
）

（
順
次
）



第 1 6 2 号平成 2 3 年 6 月 1 日

14

共
済
業
務

１ 　

私
学
共
済
制
度
の
掛
金
に
は
、
給
与

と
賞
与
等
に
か
か
る
掛
金
が
あ
り
ま
す

　

給
与
に
か
か
る
掛
金
は
、
学
校
法
人
等
が

毎
月
給
与
を
支
給
す
る
際
に
前
月
分
の
掛
金

を
控
除
・
徴
収
し
、
そ
の
月
の
末
日
ま
で
に

私
学
事
業
団
に
納
付
し
ま
す
。

　

賞
与
等
に
か
か
る
掛
金
は
、
賞
与
等
を
支

給
す
る
際
に
控
除
・
徴
収
し
、「
賞
与
等
支

給
報
告
書
」
で
そ
の
賞
与
等
の
支
給
額
が
確

認
さ
れ
た
月
の
翌
月
ま
で
に
毎
月
の
掛
金
額

と
併
せ
て
納
付
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
学
校
法
人
等
が
折
半
負
担
し
た

掛
金
と
併
せ
て
納
付
し
ま
す
。
加
入
者
及
び

学
校
法
人
等
の
各
々
の
負
担
額
に
つ
い
て
は

「
掛
金
早
見
表
」「
賞
与
掛
金
早
見
表
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

２ 　

便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い

　

学
校
法
人
等
は
掛
金
の
納
付
義
務
を
負
っ

て
お
り
、
私
学
共
済
制
度
の
掛
金
は
税
金
と

同
じ
公
租
公
課
の
取
り
扱
い
に
な
り
ま
す
の

で
、
滞
納
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
十
分
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
納
付
の
手
間
を
省
き
納
付

忘
れ
を
な
く
す
た
め
に
、預
金
口
座
振
替（
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
は
自
動
払
込
）
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

３ 　

加
入
者
の
資
格
取
得
や
喪
失
に
よ
る

掛
金
の
取
り
扱
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

⑴
加
入
者
の
資
格
取
得

　

就
職
な
ど
に
よ
り
、
私
学
共
済
制
度
の
加

入
者
資
格
を
取
得
し
た
と
き
は
、
資
格
を
取

得
し
た
日
の
属
す
る
月
分
の
掛
金
か
ら
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
加
入
者
の
資
格
喪
失

　

退
職
な
ど
に
よ
り
、
加
入
者
資
格
を
喪
失

し
た
と
き
は
、
資
格
を
喪
失
し
た
日
（
退
職

日
の
翌
日
）
の
属
す
る
月
の
前
月
分
ま
で
の

掛
金
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑶
同
一
月
内
の
資
格
取
得
・
喪
失

　

加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
月
と
同
じ
月

に
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
月
分
の

掛
金
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
月
に
さ
ら
に
私
学
共
済
制

度
の
加
入
者
（
①
）
又
は
他
の
公
的
年
金
制

度
の
被
保
険
者
（
②
）
と
な
っ
た
と
き
は
、

次
の
と
お
り
掛
金
を
還
付
し
ま
す
の
で
、
本

事
業
団
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

①
私
学
共
済
制
度
の
加
入
者

　
　

 

後
任
校
で
加
入
者
番
号
が
決
ま
り
次

第
、
次
月
に
還
付
し
ま
す
。

　

②
他
の
公
的
年
金
制
度
の
被
保
険
者

　
　

 

年
金
手
帳
及
び
健
康
保
険
証
等
に
よ

り
、
他
の
公
的
年
金
制
度
へ
の
加
入
が

確
認
さ
れ
た
次
月
に
還
付
し
ま
す
。

標
準
給
与
の
定
時
決
定
と
は

　

毎
年
七
月
一
日
現
在
で
学
校
法
人
等
に
使

用
さ
れ
て
い
る
加
入
者
に
つ
い
て
、
学
校
法

人
等
が
支
給
し
た
四
月
・
五
月
・
六
月
の
給

与
を
「
標
準
給
与
基
礎
届
書
（
以
下
「
基
礎

届
書
」
と
い
い
ま
す
）」
で
報
告
し
て
い
た
だ

き
、
そ
の
三
か
月
間
の
給
与
の
平
均
額
に
基

づ
き
、
そ
の
年
の
九
月
か
ら
翌
年
の
八
月
ま

で
の
標
準
給
与
の
等
級
及
び
月
額
を
決
定
し

ま
す
。
こ
の
定
時
決
定
は
、
掛
金
及
び
給
付

金
等
の
算
定
基
礎
と
な
る
重
要
な
も
の
で
す
。

基
礎
届
書
の
対
象
者

①
対
象
と
な
る
加
入
者

・ 

資
格
取
得
年
月
日
が
二
十
三
年
五
月
三
十

一
日
以
前
で
、
七
月
一
日
現
在
加
入
者
で

あ
る
人

・ 

加
入
者
資
格
を
有
す
る
休
業
者
や
育
児
休

業
等
を
取
得
中
の
人
及
び
七
十
歳
以
上
の

人
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

②
対
象
と
な
ら
な
い
加
入
者

・ 

二
十
三
年
六
月
一
日
以
後
に
資
格
を
取
得

し
た
人

・ 

二
十
三
年
七
月
に
標
準
給
与
の
月
額
が
改

定
に
な
る
人

通
知
文
と
基
礎
届
書
の
送
付

　

六
月
中
旬
に
「
基
礎
届
書
」
の
提
出
に
つ

い
て
の
通
知
文
と
「
基
礎
届
書
」
を
学
校
法

人
等
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。
通
知
文
は
必
ず

お
読
み
く
だ
さ
い
。

※ 
磁
気
媒
体
又
は
電
算
用
紙
に
よ
る
報
告
の

登
録
を
し
て
い
る
学
校
法
人
等
に
つ
い
て

は
「
基
礎
届
書
」
は
送
付
し
ま
せ
ん
。

※ 

私
学
共
済
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
磁
気
媒

体
作
成
機
能
）
を
使
用
し
て
「
基
礎
届
書
」

を
磁
気
媒
体
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

基
礎
届
書
の
提
出
期
限

　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
日
（
日
）

基
礎
届
書
の
提
出
先

　

〒
一
一
三
ー
八
四
四
一

　

東
京
都
文
京
区
湯
島
一
ー
七
ー
五

　

私
学
事
業
団　

共
済
事
業
本
部

確
認
通
知
書
の
送
付

　
「
基
礎
届
書
」
に
基
づ
く
定
時
決
定
の
確

認
通
知
書
は
、
九
月
中
旬
に
学
校
法
人
等
へ

送
付
し
ま
す
。

標
準
給
与
の
定
時
決
定

標
準
給
与
の
定
時
決
定
基
礎
届
書
の
提
出
期
限
は

平
成
二
十
三
年
七
月
十
日
（
日
）
で
す

　

標
準
給
与
の
月
額
は
、
毎
月
納
付
す
る
掛
金
額
や
年
金
な
ど
の
給
付
金
の
計
算
の
も
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
実
際
に
受
け
て
い
る
給
与
月
額
と
の
差
が
生
じ
な
い
よ
う
、
毎

年
一
回
、「
定
時
決
定
」
に
よ
り
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

私
学
共
済
制
度
の
掛
金
納
付

同
一
月
内
の
加
入
者
の
資
格
取
得
・
喪
失
の
取
り
扱
い
な
ど
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標
準
給
与
の
改
定
（
随
時
改
定
）

　

標
準
給
与
は
、
資
格
取
得
又
は
定
時
決
定

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
が
、
固
定
的
給
与

が
変
動
し
、
大
幅
な
標
準
給
与
の
増
減
が

あ
っ
た
と
き
は
「
標
準
給
与
改
定
届
書
」
の

提
出
が
必
要
で
す
。

１　

通
常
の
場
合

　

標
準
給
与
の
改
定
を
必
要
と
す
る
大
幅
な

増
減
と
は
、
現
に
確
認
さ
れ
て
い
る
標
準
給

与
の
月
額
に
比
べ
て
、
標
準
給
与
の
月
額
表

で
二
等
級
以
上
の
増
減
に
該
当
し
た
と
き
を

い
い
ま
す
。

２　

一
等
級
の
増
減
で
あ
っ
て
も
給
与
改
定

の
届
け
出
が
必
要
な
場
合

　

標
準
給
与
が
第
四
十
二
級
の
加
入
者
の
場

合
は
、
第
四
十
三
級
が
上
限
で
あ
る
た
め
、

大
幅
な
給
与
の
増
加
が
あ
っ
た
と
し
て
も
二

等
級
以
上
の
差
が
生
じ
た
こ
と
に
な
り
ま
せ

ん
。
同
様
に
、
第
二
級
の
加
入
者
に
大
幅
な

給
与
の
減
少
が
あ
っ
た
と
き
に
も
、
第
一
級

が
標
準
給
与
の
下
限
で
あ
る
た
め
給
与
改
定

に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
実
際
の
給
与

の
動
き
が
標
準
給
与
に
反
映
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
標
準
給

与
の
上
限
と
下
限
に
、
さ
ら
に
仮
定
の
等
級

と
し
て
第
四
十
四
級
の
「
一
二
四
万
五
、
〇

〇
〇
円
以
上
」、
第
〇
級
の
「
九
万
五
、
〇

〇
〇
円
未
満
」
を
設
定
し
ま
す
。
第
四
十
二

級
又
は
第
二
級
の
加
入
者
に
こ
の
仮
定
の
等

級
へ
の
増
減
が
あ
っ
た
と
き
は
、
大
幅
な
増

減
と
し
て
一
等
級
の
増
減
で
あ
っ
て
も
標
準

給
与
改
定
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

◆
届
け
出
の
方
法

　
「
標
準
給
与
改
定
届
書
」
に
、
増
減
し
た

月
か
ら
順
に
継
続
し
た
三
か
月
の
給
与
と
そ

の
平
均
額
を
記
入
し
、
改
定
月
（
変
動
し
た

月
か
ら
四
か
月
目
）
の
十
日
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
四
か
月
目
か
ら
標
準
給
与
の

月
額
及
び
掛
金
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

退
職
後
、
引
き
続
き
再
雇
用
さ
れ
た

場
合
の
標
準
給
与
の
改
定

　

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
受
給
要
件

を
備
え
て
い
る
未
請
求
者
を
含
み
ま
す
）
で

あ
る
加
入
者
が
、
同
一
学
校
法
人
等
に
お
い

て
雇
用
契
約
上
い
っ
た
ん
退
職
し
、
一
日
の

空
白
も
な
く
引
き
続
き
再
雇
用
さ
れ
、
再
雇

用
時
の
給
与
が
現
に
確
認
さ
れ
て
い
る
標
準

給
与
の
月
額
に
比
べ
一
等
級
以
上
の
給
与
の

増
減
が
あ
り
、
加
入
者
が
改
定
を
希
望
す
る

場
合
は
、
再
雇
用
月
よ
り
即
時
に
標
準
給
与

を
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
改
定
の
要
件

　

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ

と
が
要
件
と
な
り
ま
す
。

①
六
十
歳
以
上
の
退
職
共
済
年
金
受
給
権
者

② 

同
一
学
校
法
人
等
に
お
い
て
雇
用
契
約
上

い
っ
た
ん
退
職
し
、
一
日
の
空
白
も
な
く

引
き
続
き
再
雇
用
さ
れ
た
加
入
者

③ 

当
該
再
雇
用
時
に
お
い
て
、
現
に
確
認
さ

れ
て
い
る
標
準
給
与
の
月
額
と
比
べ
一
等

級
以
上
の
増
減
が
あ
る
こ
と

◆
標
準
給
与
の
改
定
月

　

再
雇
用
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
給
与
が

変
更
と
な
っ
た
と
き
に
、
当
該
月
を
算
定
基

礎
月
と
し
て
、
そ
の
月
か
ら
標
準
給
与
を
改

定
し
ま
す
。

◆
届
け
出
の
方
法

　
「
標
準
給
与
改
定
届
書
（
即
時
改
定
用
）」

に
、
当
該
加
入
者
が
退
職
し
た
後
、
新
た
な

雇
用
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き

る
書
類
（
再
雇
用
契
約
書
の
写
し
等
）
を
添

付
の
う
え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

育
児
休
業
等
終
了
後
の
標
準
給
与
の

改
定

　

三
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
加
入
者
が
育

児
休
業
等
を
終
了
し
、
そ
の
翌
日
に
元
の
職

場
に
継
続
し
て
勤
務
す
る
と
き
、
現
に
確
認

さ
れ
て
い
る
標
準
給
与
の
月
額
に
比
べ
一
等

級
以
上
の
給
与
の
増
減
が
あ
れ
ば
、
加
入
者

の
申
し
出
に
よ
り
給
与
の
改
定
が
で
き
ま
す
。

◆
改
定
の
要
件

① 
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日
に
お
い
て
、

当
該
育
児
休
業
な
ど
に
よ
り
養
育
し
て
い

る
子
が
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
こ
と

② 

職
場
復
帰
の
日
を
含
む
三
か
月
の
給
与
の

平
均
が
、
現
に
確
認
さ
れ
て
い
る
標
準
給

与
の
月
額
に
比
べ
一
等
級
以
上
の
増
減
が

あ
る
こ
と

③ 

加
入
者
が
給
与
改
定
を
行
う
こ
と
を
希
望

し
て
い
る
こ
と

　

な
お
、
①
〜
③
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
固
定
的
給
与
の
変
動
に
よ

り
、
現
に
確
認
さ
れ
て
い
る
標
準
給
与
の
月

額
に
比
べ
て
二
等
級
以
上
の
増
減
が
生
じ
た

と
き
は
、
標
準
給
与
改
定
（
随
時
改
定
）
の

適
用
と
な
り
、
学
校
法
人
等
か
ら
の
届
け
出

が
必
要
で
す
。

◆
標
準
給
与
の
改
定
月

　

育
児
休
業
終
了
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か

ら
継
続
し
た
三
か
月
の
給
与
の
平
均
額
を
給

与
月
額
と
し
て
、
そ
の
翌
月
（
職
場
復
帰
し

た
月
か
ら
四
か
月
目
）
か
ら
標
準
給
与
を
改

定
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
職
場
復
帰
が
月
途
中
で
給
与
支

払
い
の
対
象
と
な
っ
た
日
数
が
十
七
日
未
満

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
翌
月
か
ら
継
続
し
た

二
か
月
の
給
与
の
平
均
額
を
給
与
月
額
と
し

ま
す
。
改
定
後
の
標
準
給
与
の
月
額
は
、
そ

の
年
の
八
月
ま
で
（
当
該
翌
月
が
七
月
か
ら

十
二
月
の
場
合
は
翌
年
の
八
月
ま
で
）
の
適

用
と
な
り
ま
す
。

※ 

育
児
休
業
等
終
了
後
の
標
準
給
与
の
改
定

に
よ
り
標
準
給
与
の
月
額
が
下
が
る
場
合

は
、「
標
準
給
与
の
従
前
保
障
」
の
申
請

が
済
ん
で
い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
届
け
出
の
方
法

　

加
入
者
が
職
場
復
帰
し
て
三
か
月
を
経
過

し
た
後
、「
標
準
給
与
改
定
申
請
書
（
育
児

休
業
等
終
了
者
用
）」
に
よ
り
、
学
校
法
人

等
を
経
由
し
て
速
や
か
に
私
学
事
業
団
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

標
準
給
与
改
定
が
必
要
な
と
き

標
準
給
与
改
定
が
必
要
な
と
き
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開催期間　５月30日（月）～６月23日（木）各地で開催

（東京・横浜は17ページの「連絡会を２回以上開催する開催地」参照）

開催地 会場及び所在地 開催日

川越 川越市新宿町1-1-1
川越地方庁舎　大会議室 6/ 2（木）

千葉 千葉市中央区中央4-17-8
千葉県自治会館　第1･2会議室 6/ 2（木）

東京 文京区湯島1‒7‒5
東京ガーデンパレス 2階「高千穂」

5/30（月）

6/ 1（水）

6/14（火）

横浜 横浜市神奈川区高島台7-5
神奈川県私学会館 講堂

6/ 1（水）

6/ 2（木）

相模原 相模原市南区相模大野6-3-1
神奈川県高相合同庁舎 大会議室 6/ 3（金）

新潟 新潟市中央区幸西3-3-1
新潟会館 3階「ぼたん」 6/ 8（水）

長岡 長岡市長倉町458番地7
長岡市サンライフ長岡 大会議室 6/ 9（木）

富山 富山市新総曲輪4-18
富山県民会館 701号室 6/23（木）

金沢 金沢市鞍月1丁目1番地
石川県庁　2階202会議室 6/22（水）

福井 福井市宝永3丁目1-1
福井県国際交流会館　第３会議室 6/21（火）

甲府 甲府市丸の内1-5-4
恩賜林記念館 大会議室 6/17（金）

長野 長野市中御所岡田131-4
ホテル信濃路　「飯綱」 6/15（水）

松本 松本市中央1-23-1
松本商工会館　第3会議室 6/16（木）

岐阜 岐阜市薮田南5-14-53
県民ふれあい会館　中会議室 6/ 8（水）

静岡 静岡市葵区追手町9-26
静岡県私学会館　5階大会議室 6/ 9（木）

浜松 浜松市中区城北1-8-1
浜松市勤労会館「Uホール」　23会議室 6/10（金）

名古屋 名古屋市中区錦3-11-13
名古屋ガーデンパレス 3階「栄・泉」 6/ 9（木）

津 津市一身田上津部田1234
男女共同参画センター「フレンテみえ」　セミナー室C 6/ 7（火）

大津 大津市におの浜1-1-20
ピアザ淡海県民交流センター　2階203号室 6/15（水）

京都 京都市上京区烏丸通り下長者町上ル龍前町605
京都ガーデンパレス　2階「葵」 6/16（木）

大阪 大阪市淀川区西宮原1-3-35
大阪ガーデンパレス　2階「桜桐」 6/ 9（木）

神戸 神戸市中央区北長狭通4-3-13
兵庫県私学会館 4階ホール 6/23（木）

奈良 奈良市法蓮町757-2
春日野荘（公立学校共済組合奈良宿泊所） 6/14（火）

開催地 会場及び所在地 開催日

和歌山 和歌山市茶屋ノ町2-1
和歌山県自治会館　304会議室 6/ 8（水）

倉吉 倉吉市駄経寺町187-1
倉吉交流プラザ　2階第一研修室 6/21（火）

松江 松江市朝日町478-18
松江テルサ　研修室1 6/22（水）

岡山 岡山市北区下石井2-6-41
ピュアリティまきび（公立学校共済組合岡山宿泊所） 6/16（木）

広島 広島市東区光町1-15
広島ガーデンパレス　2階「錦」 6/21（火）

福山 福山市三吉町1-1-1
東部総務事務所 第3庁舎8階 第381会議室 6/22（水）

山口 山口市湯田温泉3-1-1
翠山荘（地方職員共済組合湯田保養所） 6/14（火）

周南 周南市築港町8-33
ホテルサンルート徳山 6/15（水）

徳島 徳島市山城町東浜傍示1 アスティとくしま内
徳島県立男女共同参画交流センター 「フレアとくしま」研修室１ 6/22（水）

高松 高松市番町1-10-35
香川県社会福祉総合センター 7階 第2中会議室 6/23（木）

松山 松山市北持田町139-2
愛媛県生活文化センター　第1研修室 6/16（木）

高知 高知市本町5-3-20
高知共済会館 COMMUNITY SQUARE 3階大ホール「桜」 6/14（火）

福岡 福岡市中央区天神4-8-15
福岡ガーデンパレス　1階「ガーデンホール」 6/ 7（火）

佐賀 佐賀市天神3-2-11
佐賀県立男女共同参画センター「アバンセ」　第3研修室 6/23（木）

長崎 長崎市茂里町3番24号
長崎県総合福祉センター　3階講座室 6/21（火）

佐世保 佐世保市湊町6-10
佐世保商工会議所　会議室B 6/22（水）

熊本 熊本市手取本町8-9
くまもと県民交流館パレア 9階会議室1 6/ 9（木）

大分 大分市金池町3-1-64
大分県中小企業会館　大会議室 6/16（木）

宮崎 宮崎市霧島1-1-1
JA・AZMホール　大ホール 6/14（火）

鹿児島 鹿児島市与次郎2-8-8
マリンパレスかごしま　3階マリンホール 6/ 8（水）

那覇 那覇市松尾1-6-1
共済会館八汐荘 6/15（水）
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平成23年度　第１回　私学共済事務担当者連絡会
　平成23年度第1回私学共済事務担当者連絡会を次のとお
り開催します。
　連絡会は、各事務担当者に最新の情報をお知らせするこ
とを目的としていますので、ぜひご出席ください。日頃の
業務に関するご質問等も受け付けております。
　今回の連絡会では、「平成23年度の事業計画の概要」等
に加えて、「事業団における東日本大震災対応の概要等」
についても説明いたします。また、一部の道府県について
は、開催地を縮小しての実施となりますのでご了承ください。
　なお、次の開催地につきましては、私学事業団における
東日本大震災対応の概要等に関する説明に重点を置き開催
いたします。
・青森県（八戸）・岩手県（盛岡、一関）・宮城県（仙台）
・福島県（福島、郡山）・茨城県（水戸）
●開催内容
１．平成23年度の事業計画の概要
２．平成23年度の年金額
３．各業務からのお知らせ
　（１）都道府県補助金
　（２）資格関係
　　　① 「賞与等支給報告書」及び「標準給与基礎届書」

の磁気媒体等による報告
　　　②標準給与改定と標準給与基礎届
　　　③加入者証等の回収
　　　④国民年金第３号被保険者にかかる届出
　（３）短期給付関係
　　　出産費・家族出産費の支給
　（４）掛金関係
　　　①掛金の徴収と納付
　　　②掛金の納付と加入者期間
　（５）長期給付関係
　　　① 私学在職中又は厚生年金の被保険者等である間の

停止計算の変更
　　　②年金請求における戸籍等の添付
　　　③障害給付にかかる加算の仕組みの改正
　（６）保健関係
　　　①平成23年度特定健康診査・特定保健指導の実施
　　　②学生就職活動支援事業
　　　③積立貯金の払込期限日間近の送金手続き
　　　④積立共済年金の前期募集
　　　⑤共済定期保険の前期募集
　（７）施設関係
　　　私学メンバーズカードのご案内
　（８）広報関係
　　　広報誌の原稿募集
４．事業団における東日本大震災対応の概要等
●開催時間
　午後１時30分～４時
　・ご出席にあたっての事前の申し込みは不要です。
●出席カードの記入
　連絡会当日は、出席カード（会場で配付するテキストに
ついています）を記入していただきますので、必ず学校記
号番号を確認のうえ出席してください。

●会場・開催日一覧

開催地 会場及び所在地 開催日

札幌 札幌市中央区北1条西6
札幌ガーデンパレス 2階「孔雀・白鳥（2）」 6/14（火）

函館 函館市若松町7-15
函館商工会議所　函館経済センター　会議室 6/16（木）

旭川 旭川市常盤通1丁目
旭川商工会議所　道北経済センター　6階研修室 6/ 8（水）

帯広 帯広市西3条南9丁目1
帯広商工会議所　帯広経済センター　中会議室 6/22（水）

釧路 釧路市幣舞町4番28号
釧路市生涯学習センター　学習室703 6/23（木）

青森 青森市中央1-11-18
ラ・プラス青い森　２階「カメリア」 6/22（水）

八戸 八戸市長根1-2-8
三八教育会館　大ホールＢ 6/23（木）

盛岡 盛岡市盛岡駅西通2-9-1
マリオス　18階183・184会議室 6/22（水）

一関 一関市大手町3-40
岩手日報一関ビル 2階フロア 6/23（木）

仙台 仙台市宮城野区榴岡4-1-5
仙台ガーデンパレス 2階「鳳凰」 6/21（火）

秋田 秋田市山王5-9-6
ふきみ会館 3階「鳳凰の間」 6/ 7（火）

山形 山形市松波4-6-11
私学会館 6/ 9（木）

酒田 酒田市浜田1-3-47
天真学園高等学校 6/ 8（水）

福島 福島市大町7-11
ホテルサンルートプラザ福島 2階「芙蓉（Ⅰ）」 6/14（火）

郡山 郡山市熱海町熱海2丁目148番地の2
郡山ユラックス熱海　第4小会議室 6/15（水）

水戸 水戸市笠原町978-25
茨城県開発公社ビル　3階中会議室3 6/21（火）

宇都宮 宇都宮市昭和1-2-16
栃木県自治会館 301会議室 6/ 3（金）

前橋 前橋市上細井町2142-1
群馬県前橋合同庁舎 6/10（金）

さいたま さいたま市浦和区仲町3-5-1
埼玉県県民健康センター　大会議室Ｂ 6/ 1（水）

●連絡会を２回以上開催する開催地

開催地 開催日 対 象 学 種

東京
5／30（月） 大学、短期大学、高専、専修学校
6／ 1（水） 高等学校、中学校、小学校
6／14（火） 幼稚園、特別支援学校、各種学校

横浜
6／ 1（水） 幼稚園を除く全学種
6／ 2（木） 幼稚園

　対象学種の日に出席できない場合は、他の学種の日に出席して
ください。



積立共済年金と共済定期保険の
前期加入申し込み締め切り

　前期加入申し込み締め切りは６月30日（木）必着です。
【積立共済年金】
　新規加入のほかに、既加入者の他コースへの加入や口
数変更（増口・減口）の申し込みも受け付けます。
【共済定期保険】
　「家族年金コース」（「医療保障コース」の同時加入可）
及び「学校加入コース」の新規加入申し込みのみを受け
付けます。なお、他コースの新規加入、既加入者の加入
内容の変更及び脱退は、後期加入申込期間（11月）での
取り扱いとなります。

賞与等支給報告書の提出上の注意

　賞与等支給報告書は、登録されている賞与等支給予定
月の前月に学校法人等（磁気媒体及び電算用紙による報
告を登録した学校法人等は除く）あてに送付します。賞
与等を支給した日から（同一月内に賞与等の支給が複数
あった場合は合算し、最後に支給した日から）５日以内
に提出してください。賞与掛金は６月23日（木）受付分
までは、６月分の掛金で調定する予定です。
　なお、加入者全員に賞与等の支給がない場合は提出の
必要はありません。また、賞与等支給報告書に記載され
ている加入者の中で、支給がない人がいる場合は、その
人の加入者番号から賞与等区分まで二重線で抹消してく
ださい。０円又は空欄で報告されると未確認連絡書が送
付されます。
　賞与等支給報告書の記入については、平成18年度改訂
版「様式用紙等の記入例集」18ページを参照してくださ
い。特に支給年月

4 4

（支給月日
4 4

ではありません）や賞与等
区分の記入もれに注意してください。
　なお、磁気媒体又は電算用紙で報告される場合は、提
出前に加入者番号と生年月日を確認してから提出してく
ださい。また、支給年月から６か月を経過した支給分に
報告もれが判明した場合は、磁気媒体による報告はでき
ませんのでご注意ください。

生涯生活設計セミナーの申し込み締め切り

　生涯生活設計セミナー（加入者とその配偶者を対象）
の申し込み締め切りは６月24日（金）必着です。希望
者は早めにお申し込みください。

年金請求における戸籍の添付の取り扱い

　年金請求の際に、請求書に添付していただいている戸
籍抄本（謄本）又は戸籍記載事項証明書（以下「戸籍等」
といいます）を住民票に代えることができることとなり
ました。
　ただし、旧姓や続柄等、住民票では確認できない事項
がある場合、戸籍等の提出をお願いすることがあります。
　なお、外国籍の方は、引き続き「外国人登録原票記載
事項証明書」の添付をお願いします。

　加入者向広報「レター」７月号、平成23年版「事務
の手引」、平成23年版「様式用紙等の記入例集」を７
月初旬に学校法人等あてに送付します。「レター」の
送付部数は、５月末現在の加入者数（後期高齢者医療
制度の被保険者となった人を含む）となります。

　共済事業本部の代表電話がつながりにくい状態に
なっており、ご迷惑をおかけしております。特に、
月曜日や午前中は電話が大変混雑しておりますので、
ご了承ください。

共済業務

〒113 - 8441　文京区湯島1-7-5

☎03（3813）5321（代表）
ご照会の際には、学校記号番号、加入者番号を
お手元にご用意ください。
http://www.shigakukyosai.jp/

共済業務

２日（木） 貸付  送金
６日（月） 貸付  ５月分定期償還期限
10日（金） 貯金  払込期限（必着）
15日（水） 貸付  ７月４日送金申し込み・任意償還申出締め切り
20日（月） 貯金  送金
22日（水） 貸付  送金

24日（金）
貯金  払戻・解約請求締め切り
積立共済年金  脱退申出等締め切り
生涯生活設計セミナー  申し込み締め切り

28日（火）
掛金  ５月調定分口座振替（自振校のみ）
貸付  ６月分定期償還口座振替（自振校のみ）

30日（木）
掛金  ５月調定分納期限
貸付  ７月22日送金申し込み締め切り
積立共済年金・共済定期保険  前期加入申し込み締め切り

４日（月） 貸付  送金
６日（水） 貸付  ５月分定期償還期限
８日（金） 貯金  払込期限（必着）
10日（日）「標準給与基礎届書」提出期限
15日（金） 貸付  ８月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール６６

月の共済業務スケジュール月の共済業務スケジュール７７
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私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
（「月報私学」はホームページにも掲載しています）



私立大学等経常費補助金の申請等に
ついては電子窓口をご確認ください

　私立大学等経常費補助金の調査票及び事務連絡等を
「電子窓口」に掲載していますので、定期的にご確認く
ださい。６月は、「補助金説明会資料」「一般補助調査票」
を掲載予定です。

 助成部　補助金課
 ☎03（3230）7300～7311
 Ｅメール　hojokin@shigaku.go.jp

私学事業団の情報提供サービスを
ご活用ください

　私学事業団では、「学校法人基礎調査」及び「学校法
人等基礎調査」により収集した情報を基に、インターネッ
トによる次のⅠ～Ⅲの提供サービスを行っておりますの
でぜひご活用ください。
　なお、【Ⅱ 「今日の私学財政」】及び【Ⅲ 各種分析資料】
は、セキュリティの確保のため、別途本事業団から発行
する認証情報が必要となります（平成22年11月号７頁参
照）。認証情報は本年４月に各学校法人へ発送しており
ます。

【Ⅰ 学校法人概要情報の提供】
　学校法人及び設置する私立学校の概要情報について、
次の内容を提供しています。
　○ 法人名・学校名・学部名・学科名・理事長、学長等

名・郵便番号・所在地・電話番号・認可年月日・男
女校別ほか

【Ⅱ「今日の私学財政」の提供】
　学校法人等・学校種別の財政状況を集計・分析した「今

日の私学財政」について、次の内容を提供しています。
　○ 貸借対照表、消費収支計算書及び資金収支計算書の

５か年連続表
　○財務比率の５か年連続表ほか
　なお、学校法人別・学校種別に分類し、10年度から21
年度までを掲載しています。また、PDF形式の他にデー
タとして利用可能なCSV形式でも掲載していますので財
務分析などにご活用ください。

【Ⅲ 各種分析資料の提供】
　収集した情報を豊富な角度で分析した各種資料を「私
学データ作成システム」により、大学、短期大学、高等
専門学校、高等学校、中学校、小学校を対象に「定型帳
票」「データ分析」「活性化分析」の３パターンで提供し
ています。
　「定型帳票」は人数関係・財務関係・納付金などの資
料を作成できます。「データ分析」は教育研究条件や財
務比率などの分析が可能です。また、条件設定によるシ
ミュレーションなども利用できます。「活性化分析」は、
自法人の教学面や財務面の情報を、グラフや表により把
握することができます。

◇アクセス方法◇
　【Ⅰ 学校法人概要情報】は、本事業団助成業務ホーム
ページ（http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm）画面
下部にある、「学校法人情報検索システム」から閲覧し
てください。【Ⅱ 「今日の私学財政」】及び【Ⅲ 各種分
析資料】は、助成業務ホームページ画面右上にある「学
校法人ポータルサイト」入口からログインしてください。
　なお、操作手順等は、アクセス先にあるマニュアルを
ご覧ください。

 私学経営情報センター　私学情報室
 ☎03（3230）7837

〒102 - 8145　千代田区富士見1-10-12

☎03（3230）1321（代表）
http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm

助成業務

夏季軽装を実施しています
　私学事業団では、例年、政府が推進する「地球温暖化防止」等の施策への対応としてクールビズを実施して
おります。本年度は、東日本大震災にかかる節電の必要性を踏まえ、５月１日～10月31日までの間、冷房温
度の調節を行い、軽装（ノーネクタイ、ノー上着）での執務を実施しておりますので、本事業団にお越しの節
は、取り組みへのご理解をお願いします。
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月報私学　6月号（VOL．162）平成23年6月1日発行
編集・発行　日本私立学校振興・共済事業団　〒102-8145　東京都千代田区富士見1-10-12　☎03（3230）7810・7811（企画室）

（禁無断転載） 

宿泊施設のご案内宿泊施設のご案内

融資事業のご案内融資事業のご案内

月今 の 表 紙

インターネットで宿泊予約ができます。
http://www.shigakukyosai.jp/
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　デザインの専門大学である長岡造形大学は、校舎など「キャンパスすべてがデザインの教材」というポリシーを掲げています。
そこにいるだけで学生の感性を刺激するこの第３アトリエ棟は、入学者全員の初年次教育の舞台となります。(財)日本産業デ
ザイン振興会主催のグッドデザイン賞も受賞しています。

第３アトリエ棟の完成・長岡造形大学

問い合わせ先
（私学振興事業本部）

融資部　融資課　☎03（3230）7862～7867
Ｅメール yushi＠shigaku.go.jpご相談はお早目にどうぞ

平成23年度融資のご相談、お待ちしています！

校舎、園舎等の施設の建築
（改修も含みます）

校地、園地の購入

機器備品の購入

私学事業団融資は、長期借入・固定金利・
元金措置（最大２年間）・元金均等償還です。

施設整備をご計画なら「安心で、安定感の
ある」本事業団資金のご利用を検討されて
はいかがでしょうか。
　23年度融資のご希望については、現在受
付中です。

福岡ガーデンパレスの厳選おもてなしプラン!!

〒810-0001　福岡市中央区天神4-8-15　☎092（713）1112（代）
（福岡空港・JR「博多」駅から地下鉄で「天神」駅下車、徒歩5分）
http://www.hotelgp-fukuoka.com

　「山笠があるけん博多たい！」とばかりに、博多っ子
は博多祇園山笠に熱狂します。
　クライマックスの「追い山」
（７月15日）では、勢い水を浴
びせられた締め込み姿の男衆
が、舁き山（かきやま）を豪快
に舁き回します。舁き手の鼓動、
舁き山が駆け抜けるスピードに
博多の熱気をご堪能ください。

博多祇園山笠プラン（７月限定)
　　　　　　　　　　　1泊2食 ご家族旅行プラン（1泊朝食付き）
夕食は３種類のメニュー
（山笠膳・どんたく膳・博多膳）からお選びいただけます。
★ プラン特典として、ホテル自家製「明太子」を１組に
１箱プレゼント！

ご家族・お友達同士の福岡観光にお勧めです。
旬の素材をふんだんに使った和食・洋食15種類の
料理をご用意した朝食バイキング付プランです。

１名１室(１名様）　 8,500円
２名１室（２名様）　15,000円

２名１室(２名様）　 9,000円～
３名１室（３名様）　12,900円～

山笠膳

■融資金利表（平成23年６月１日現在）

融資費目
返済期間

20年以内
（うち据置２年）

10年以内
（据置年数含む）

６年以内
（据置年数含む）

【一般施設費】
　　 校(園)舎、体育館、講堂、遊

戯室等の建築事業等並びに校
(園)地の買収事業等

年％ 年％ 年％

1.7 1.1 0.8
【特別施設費】
　　 寄宿舎、国際交流会館、セミ

ナーハウス等の建築事業並び
に当該施設建築のための土地
買収事業等

1.8 1.2 ―

【教育環境整備費】
　　校教具、通園バス等の購入
　　 ※幼稚園、特別支援学校、専

修学校が対象
― ―

5年6か月以内
（うち据置6か月）

0.7
【教育環境整備費】
　　 大型設備・情報技術整備等 ― 1.1 ―
※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。
※上記費目以外にも災害復旧事業、公害対策事業等が対象となります。




